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提言 :日 本型の死因究明制度の構築を目指 して

巻 頭 言

“安全・安心な日本社会の構築"は国民すべてがもつとも希求している目標と考え

る。 日本法医学会は、1914年の創設以来、この目標達成のため解剖市1度 に関する諸問

題などにういて、様々な意見や要望を行政に示 し、正確な死因究明ができる専門医の育

成についても努力 してきた。      
‐

しかし、近年学会を取 り巻く内外の状況は大きく変動 し、日本における死因究明制

度 (検視体制や死体解剖システム)の不備が社会の注目を集めるようになっている。こ

のような情勢に鑑み、平成 20年の初頭、 日本法医学会理事会に「死因究明のあり方に

関する検討委員会」とワーキンググループを設置 し、日本型の死因究明制度のあり方に

ついて精力的に検討 し、平成 20年 6月 の中間報告を経て、一般公開することにより寄

せられた内外のご意見を参考にし、今回の提言とするものである。

この提言の骨子は、「安心・安全」な 日本社会の構築のためには、日本のどこに居

住 していても、等 しく国民として精度の高い死因究明制度の恩恵を受けられることが必

須であり、その制度とは大学法医学講座の充実とともに各地域に「死因究明医療センタ

‐ (仮称)」 を設置 し、より精度の高い検案 。解剖を実施 し、正しい死因診断を行 うこ

とにより死者の人権を擁護するというものである。

この新 しい死因究明制度の遂行には、病理学会をはじめ他の医療界のご協力が不可

欠である:ま た、法医学会自らが総力を挙げて、より精度の高い法医実務の向上に努め、

若手法医学者の育成に励み、さらには法医の実務で集積 した情報を積極的に発信するこ

とにより社会に還元する必要があることは言うまでもない。

最後に、安心・安全な日本社会を作り上げるためには、この提言で示 した死因究明

市1度の充実が重要であることを、一般国民の方々にご理解頂き、われわれの活動にご支

援 。ご協力いただければ幸甚である。

平成 21年 1月 19日

日本法医学会 理事長 ヤ園 ―訃
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資料 :「死因究明医療センター」
説明・構想図

死口究EE制度膳、「何故」必要なのか?

「安心・安全」な日本社会の構築
を目指すために ′ J

◆JE罪の見逃しの賄止
◆事故・甲件の見逃しの賄止
◆食中毒・8rn汚染・栞物混入の見逃しの賄止
◆新たな感染症 (新型インフルエンザ)ヽの対応
◆保険 0保障への対応 (交通事故・労働資害)

◆医療に間違した死亡例の検討
◆裁申J員制度への対応 0責任

死日解BHが必幕な場合、
日本中ここに居住していても、等しく国民こして、

制度の思恵を受IIることが必須 JJ
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死口究BHが必喜な
場合.日本中
ごこに居住していても

等しく国民こして,

制度の

恩恵を受ffるここが
必須 rr

榛案及び解書uを
行いその
死口をBRらかにする
ここは,

死者の尊厳 (権利)を

擁護する
ここである.

センター

専門知識を有する医師による様案,さらに横窯て死
国がEEら nlにてきない場合に,解剖によって死口を
BHらかにする新た0制度 。組織 (施設)の設置.

>専任医師の配置は,A口 100万人当たιI,名を配置
>事務業務を担う職員,検案・解Ellの補助を行う職
員.榛査を行う職員については,少なくこも各Z名

を配置.

>予算については,施設の設置,維持:人件費.横 :

査費 (解剖榛宣およびこれに伴う必喜な諸横宣 )

として,国民1人当たιi200円 (米国監察E協会の

勧告によるこZド rι )とし,籍額Z40億円が見込春
れる。
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I。 日本における死因究明制度の現状と問題点

1. は じめに

検視・検案 における,いわゆる「誤認検視」の結果 ,犯罪や社会的重大事故が見落 と

される事例が発生 したことを受け,警察官による検視体制ひいては死因究明に不可欠な

死体解剖並びに死体検案システムの不備が社会の耳 目を集めるょうになった。変死体

(異状死体)の死因究明を医学的側面から支えてきたわれわれ 日本法医学会は,こ れま

でも解剖制度に関する諸問題等について様々な意見や要望を行政に示し,ま た正確な死

因究明を行 ヴための専門医養成にも努力を重ねてきた。

国民の安全を守るためには検案・解剖制度の充実が必要であるが,現行制度下では死

因究明の精度を抜本的に高めることは困難であると判断されたことから,こ のたび日本

法医学会理事会に「死因究明のあり方に関する検討委員会」とワーキンググループを設

置 し, 日本型の死因究明制度のあり方について検討 し,提言することとした。

2.死因究明制度とわが国における歴史的背景

人の死亡には病死や老衰などの自然な死 (ふつ うの死)と , 自然でない死 (異状死)

があるが,自 然でない死体については国民に通報義務を課 し国家主導で死因が究明され

ることがどの国にも共通する社会制度 (検死制度)である。検死制度は,死をめぐる事

実関係 (死 因・死因の種類)を究明する社会の制度であり,死者の尊厳 (権利)のみな

らず生者の人権 (生命・安全)を守る上でも重要な役割を担つている.典型的なものに

は英米法に基づくコロナー制度がある。自然でない死体が発見されると,コ ロナー (検

死官)の責任において事件を調査 し,当該死体に対 して社会が関わらなくてよい死 (自

然死,問題のない事故死,あ きらかな自殺)か、

`巳

罪捜査や行政による調査が必要な死

であるかが決定されることになる。その他の欧州諸国にはコロナー制度はないが,検死

の段階で専門的な法医学医師が死体検案を行い,死因不明の場合には解剖により死因究

明することが厳密に制度化 されてお り,その上で捜査が必要な事例のみが捜査機関に引

き継がれるかたちがとられている.

一方,わが国における死因究明制度は,警察が主体 となつて死体をあらためる制度が

基盤 となっている.自 然でない死 (異状死)の通報はすべて警察に集約されるため,現

実には明らかに犯罪と関係のない死体も含めて全ての異状死が警察により取 り扱われ ,

それ以降は警察が犯罪捜査の一環 (検視)と して死因究明に至るふるい分けを担当して

いる。異状死が発生・確認 されると,検察官の代行として多くは警察官 (司 法警察員 )

が検視をする.検視の補助的手段として,医学的観点からの医師による死体検案が行わ

れる。初動捜査により犯罪性がある (も しくは疑われる)と されれば,法医学専門医が

死体検案を担当する場合もあるが,逆に犯罪性がないと判断された場合には一般の臨床
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医や警察嘱託医が死体検案を行 う.そ して前者の場合,さ らに死因等を精査するために

全国の法医学機関において司法解剖が行われるが,後者の場合,そ の多く (異状死体の

約 9害1)が外表検査だけの死体検案のみで死因が決定される。その理由は,警察にとつ

ては犯罪性のない遺体は事実上さらなる捜査の必要性がなく,ま た全国ほとんどの地域

では非犯罪死体に対する解剖制度が存在 しないためであり,こ こに誤認検視の危険があ

る.すなわち司法解剖は犯罪死体 (疑いを含む)に対して裁判官の許可のもとに行われ

るものであるが,ひ とたび犯罪性なしと判断された死体については,全国のほとんどの

地域では解剖による死因究明の術がないというのが現状である.

このように問題を抱えたわが国の死因究明制度について,歴史的背景をまじえて以下

に概説することとする.わが国の死因究明制度は,監察医制度 (後述)を除くと,司法

解剖制度のみである。現在につながる司法解音」制度は明治時代に始まる.当 時の明治政

府は新たな法体制を築くうえでの法体系として立憲君主制を布くドイツ (当 時のプロイ

セン)に求めたため,司法解剖制度そのものは国家の統治制度の一環として受け止めら

れることになつた。 ドイツ (ヨ ーロッパ)での司法解剖は中立 。公正な学問の府として

の大学にそのすべてが委ねられていた.それは,司法解剖制度がたとえ国家の統治制度

の一環であるとしても,中立的な大学 (法 医学教室)で実施されることで,その中立性 ,

公正性が担保 されるからである.

しかし当然のことながら,人の死に方には司法解剖の対象となる明らかな犯罪死以外

に,明 らかな非犯罪死もあれば,そ の中間に位置するどちらとも判断できない死も存在

する.現在,欧米諸国ではこれらのすべての死体の死因究明に主眼をおいた制度 (機 関)

があるのに対 し,先に述べた理由により,わが国では,司法解剖のみが大学 (法医学教

室)で実施されている。現在の警察行政の管轄区域は都道府県単位であるが,それらの

都道府県警察を指揮監督する警察庁のもと,司法解剖は,警察庁による国の予算措置に

よつて実施されてお り,全国でほぼ均一な体制で実施されている.

=方
,明 治期の近代 日本の法体市1の 導入以後,時代は,大正 (1912‐ ),昭和 (1926-),

平成 (1989‐ )と 経過 し,21世紀を迎えている。この間,わが国は,第二次世界大戦 (太

平洋戦争)の敗戦 (1945)と 連合国 (ア メリカ合衆国)の 占領を経て,ア メリカ由来

の制度も受け入れてきた.そのひとつに,厚生行政としての死因究明制度,すなわち監

察医制度がある。監察医制度下においては,専門の監察医がすべての異状死体を検案 し,

非犯罪死であっても解剖 (行政解剖)に より精査可能であるため,犯罪の見逃 しだけで

なく,社会的影響の大きい事故等の死因究明も可能である.と ころが,こ の制度はあく

までも厚生行政の一部であり,かつその所管は地方自治体にあるため,各 自治体の財政

難や公衆衛生面では当時と比べ格段の改善が認められていることから,残念ながら全国

的な普及には至らず,む しろ当初設置都市 (地域)(東京都 23区,横浜市,名古屋市 ,

京都市,大阪市,神戸市,福岡市)か ら京都市と福岡市は既に制度廃止されている.

このようにわが国の死因究明制度は,あ くまでも警察による犯罪性の有無という観点
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から成 り立っているため,犯罪性がないか,ま たは当初極めて低いとみなされた事例に

ついては詳細な解剖がほとん ど行われていないとい う決定的な欠点を有 しているので

ある。さらに言えば,当初検視時に行われる医師による死体検案についても,諸外国の

ようにすべてを法医学の専門医が行 うことにはなっていないため,後述するように全死

亡者数あたりの異状死体率はかなりに低値にとどまっている。このことは裏を返せば ,

本来は 「死因不詳」とすべきところを,多 くが 「′い不全」「急性心機能不全」などとい

ういい加減な診断で処理されてしまつていることを示しているのである.

このように現在の死因究明制度は,異状死 (医 師による届出 :医師法第 21条)が発

生 した場合には,警察官 (司 法警察員)(検察官・検察事務官)が検視 し,犯罪性が疑

われる場合 (司 法検視)には,大学 (法 医学教室)に嘱託し,司 法解剖が実施される.

また,事件・事故は疑われないが,警察官による検視 (行政検視)の際に,死因究明の

必要があると判断された,あ るいは死因がわからない場合,監察医制度施行地域では監

察医解剖 (行政解剖)が実施される.ただ し監察医制度施行地域はわずかに 5地域だけ

であり,施行地域においてさえその運用形態 (年 間予算,対象となる事例)も 地域ごと

に異なっている.一方,監察医制度がない地域においては:その代用としてご家族の承

諾が得られた場合に承諾解剖が実施されており,こ の承諾解割もほとんどが大学 (法 医

学教室)に より行われている.しかし,大学 (法 医学教室)は ,司法解剖への対応だけ

でほぼ手一杯であり承諾解剖に手を広げるのが困難な機関も少なくないのが現状であ

る。

以上述べてきたように,全国各地域の状況により死因究明の精度が大きく左右されて

いるのが現状と言えるだろう。

そこで以下に,各段階における現状と問題点を整理する.

3.医師による検案について

1)卒後 (生涯)教育

医師が,死者を診察し死因を判断する行為を「(死体)検案」という.検案において

は,検案にあたる医師の専門 (診療)領域の知識,一般的医学知識に加え,死体を診る

(検案)た めに専門知識が必要となる.

これまで,検案に必要な専門知識の教育は,検案を専門とする地域の警察嘱託医らの組

織において行われ,主に検案を担当する医師個人の努力に依存 してきた .

しかし,近年の社会背景の変化,個人の権利意識の変容に伴い,よ り正確な死因の半」

断が求められるようになってきている.さ らには,犯罪・事件による外傷死例が誤つて

病死と判断されてしまうといった誤認検視例が散見されるに至り,国民だけでなく検案

を行 う医師からも専門知識の教育を求める声が上がった.こ うした声を受け,現在 日本

法医学会においては,一定の資格を満た し,試験に合格 した医師に「死体検案認定医」

を認定している。また厚生労働省は,国立保健医療科学院において,各都道府県の医師
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会を通 じて参加を呼びかけ,毎年「死体検案研修会」を開催 しており,講義を実施する

とともに,医師の居住地域において見学・研修を行い,修了証書を授与している.こ の

研修会においても日本法医学会から講師を派遣するとともに,各大学および監察医務機

関での見学・研修を受け入れている.警察医の団体である日本警察医会においても学術

集会を開催 し,検案の専門知識の修得を図っている.

このように医師に対 して専門知識獲得の機会は設けられているものの,現段階ではそ

の対象となる医師の範囲がきわめて限定的であることから,死体検案に携わる全国の医

師への専門医教育として十分な状況とは言えない。今後は,よ り多くの医師に研修の機

会を利用 してもらうためにも,国立保健医療科学院における「死体検案研修会」のよう

な,診療科 目,所属学会に関係なく参加できる,国 による研修制度の拡大・普及が重要

である。

2)卒前教育と卒後 (初期)研修

医師養成機関である医学部 (医科大学)における医学教育において,検案に関する知

識は「法医学」の講義 。実習によって提供されている。死因の判断を行 うにあたり,例
えば病死の場合には,様々な疾患 (疾病)の知識が必要であることは言 うまでもない .

近年の臨床現場における医療事故・医事紛争が社会問題化 していることを受けて,医学

教育の充実,臨床技能の向上を目的に,モデル・コアカリキュラムの導入,臨床実習の

充実 (5,6年次),臨床実習前 (4年次)における CBT(コ ンピュータを用いた多肢選

択問題)や OSCE(客 観的臨床技能検定)が導入された。また,カ リキュラムの大幅

な見直 しと,法医学の授業時間の減少,低学年化が進められている。その結果,基本的

な臨床科 目の講義の前に法医学の講義を受けることになり,医学生にとって十分な理解

が得られにくいカリキュラムとなっている.ま た低学年 (3年次等)で法医学の講義時

間が設定されることにより,卒後の検案業務 との間に時間的隔たり,知識の喪失が危惧

される。法医学の講義を,臨床教育を受けている高学年 (6年次)で実施 し,ま た卒後

(初期)臨床研修においても検案に関する研修を充実させることなどが必要である.言

い換えると,医学教育において,生きている人 (患者)を診るための教育ばかりでなく,

死んだ人を診るための知識と技術の提供とい う視点をもつと充実させなければならな

い .

厚生労働省 も,医師に対する卒後研修・生涯教育のみならず,医学生に対する検案 に

必要な知識 と技術の教育について,モデル・コアカ リキュラムとして取 り上げるよ う文

部科学省 と連携 して取 り組む必要がある .

3)医師による検案体制について

検案には,診療経過中の患者に関して異状死届出の要否を判断する検案 と,警察の状

況調査,検視を経た上で,死因やその他の医学的な判断を下す,すなわち既に警察に届
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け出られた異状死体の検案 とがある.臨床現場の検案では,臨床医が,異状死の判断と

その届け出に対する正しい認識を養 うことが求められる.特に,着院時心肺停止事例及

び外傷事例においては,法医と救急医との連携が必須である.従つて,法医は臨床医か

ら臨床情報の提供を受けるばかりでなく,逆に臨床医に解剖情報を伝えられるように運

用を改めるべきである.

しか しながら,臨床医には,臨床情報の提供に対する警察の関与について躊躇する傾

向がこれまでにみられた。一方,事故等で外傷を負い,入院経過の後,死亡した場合 ,

あるいは外傷に対する診療行為と死亡の因果関係が疑われる場合は,死因究明には法医

学的な視点と警察の関与が求められる.加 えて,臨床医には,心肺停止事例,虐待被疑

事例,終末期医療や在宅診療にかかる事例,薬物依存 。中毒等,警察や法医との協力の

必要性を理解してもらう必要がある。

さらに,救急事例の中には,十分な臨床情報があり診断可能であるにもかかわらず ,

かかりつけでないという理由で,死亡診断書が発行されない事例が多い.ま た,在宅診

療中の死亡,終末期医療における死亡には検視・検案が必要であるが,検案を主治医に

委ねるべきかどうか,解剖すべきか否かの判断が難 しい事例も少なくない。このような 、

事例の相談を受け,指導できる検案専門医を都道府県におく必要がある.

一方,警察官の検視の立会に応 じる医師においては,特に資格を設けておらず,法医

学,特に死体検案の知識・技術については医師個人の自己評価に頼るのみである。今後

はより専門知識を持つた医師による検案を推進する体制の構築が必要である.具体的に

は,先に述べた日本法医学会の 「死体検案認定医」,厚生労働省の 「死体検案研修」修

了者に検案を依頼するようにする,あ るいは警察が支払っている死体検案の謝金につい

ても,専門医加算を検討する必要があげられる.

このようにわが国においては,法医学の知識を有する検案専門医による検案体制,臨

床医からの相談受け付け体制が監察医制度施行地域以外には存在 しない.監察医制度で

は,検案時,監察医が監察医解剖 (行政解剖)の要否を判断し,それを遺族に説明し,

また,詳細な死因究明の必要性の観点から警察 (検察)に 司法解剖を勧めることもある.

このような活動を通 して,監察医が実質的に警察の誤認検視を防いでいること,解剖の

要否を判断する刑事調査官 (検視官)も 2年程度 しか在任 しないこと,監察医制度がな

い地域が大半であることを考慮すると,実質的な解剖の要否の判断を,検案医が行 うこ

とも必要であろう.

監察医は,多 くの検案をし,他の監察医に学び,解剖結果を検案に活かせる。一方 ,

監察医制度のない地域では,検案医が解剖を勧めることはできず,解剖結果や他の監察

医の経験に学ぶことができない.厚生労働省の「死体検案研修会」には多 くの参加者が

あり,検案の質の向上に寄与している.しかし,異状死の増加,求められる判断の質の

高度化を考慮すると,都道府県単位で,検案専門医,ま たは,資格を有する非常勤検案

医を任命 し,検案に専念させることが求められる.そ して,検案専門医が必要と判断し

10
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た事例には,解剖ができる制度が必要である.

4.警察官による検視について

一般市民からの通報,医 師からの異状死の届出に拘わらず,異状死体は警察官が検視

を行つている.検視によって,死因,死後の経過時間,損傷の有無,身元不明の場合は ,

年齢,性別や個人の特定に必要な身体特徴 (歯科所見など)の確認を行う.警察官によ

る検視において病死 と判断され,後 に犯罪死であったことが判明した事例が話題になる

が,警察官による検視の目的の第一は,犯罪,事件や事故の可能性を見極めることにあ

る (司 法検視).現在,警視庁 (東京都),道府県警本部には,検視を担当する刑事調査

官 (検視官)が配置されており,各都道府県下において発生 した変死・異状死を取 り扱

う所轄警察署からの連絡を受け,指示・指導を行 うとともに,状況に応じて自ら出動 し

検視を行い犯罪,事件や事故の可能性を判断している.

この刑事調査官 (検視官)に なるために,警視庁 (東京都),道府県警から警視,警
部が参加 し,警察庁警察大学校において法医学研究専科研修を受講 している.こ の研修

は,10週間の日程で行われてお り,100時間余 (1時間は 80分授業)の講義と5週間

の検視・解剖の見学 。研修で構成されている.研修は,春期 (4月 から6月 )と 秋期 (9

月から11月 まで)の 2回開催されている.こ の 100時間の講義は,法医学,法歯学の

専門家 (大学教員)に よる講義,科学警察研究所員による講義などで構成 されている .

先に述べた医学教育において法医学に費やされる講義時間は,30ないし40時間 (講義

時間 1時間は,60分,70分,90分など様々)程度であることから考えると,受講生が

医学部の出身ではないために,解剖学,生理学などの知識の修得などにも授業配分する

としても,かなり多くの時間をこの研修で課 している。今後は,研修の質の向上を目指

し,例 えば,カ リキュラムの作成,教育目標の設定,教育効果の確認 (評価)な どに取

り組む必要がある、 日本法医学会は,警察庁に協力 し,平成 20年度から法医学研究専

科研修のカリキュラムの見直しに取 り組んでいる.

一方,都道府県単位での警察官の検視に係わる知識・技術の習得については,各警察

本部が警察学校において「検視専科」などの研修を実施 している.例えば,警察本部や

各所轄警察署から参加者を募 り,2週間 (10日 間)に亘 り,講義・実習が実施されて

いる。こちらも日常の業務の中,専科に人員を割くことの難 しさを考慮すると日程 (研

修期間)については確保できているものと考えられる。研修内容については,各警察本

部に任せられているが,今後は,カ リキュラムの見直しを図るなどしてより効果的な研

修を目指す必要がある.ま た,検視専科に対する各大学法医学教室の積極的な関与・協

力も重要である.

これまで警察官の検視に関する教養教育について述べてきたが,現場での検視は,所

轄警察官と警察本部の刑事調査官 (検視官)に よつて行われている。しかし,実際に最

初に死体に接する所轄警察官の全員が:警察本部が主催する「検視専科」での研修を修
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了した者 とは限らない.所轄警察署員は,他の捜査業務と平行 して検視に当たってお り,

また,升1事調査官 (検視官)についても異状死体の企ての検視を担当できているわけで

もない, ここに現状の検視体制の問題点があり,場合によってはいわゅる「誤検視」,

犯罪死体の「見落とし」と呼ばれる事態が発生する.こ のような事態を避けるためには,

最初に死体と接する所轄警察署員は,警察本部主催の検視専科の修了者を充てる体制が

望ましい.さ らに届け出られた異状死体の全例を刑事調査官 (検視官)が検視する体制

が理想である。そのためには,検視担当者の増員が不可欠である.

また,検視の装備の充実も図|る 必要がある。感染防御対策を始め,検視器具の整備 ,

各種検査の試料 (血液・尿)の採取と諸検査の実施に係わる経費,さ らには各種診断機

器 (X線撮影装置,超音波診断装置,CTス キャン)の導入 とこれらの機器を操作する

人員の配置などが必要である.

このように検視体制の充実においては,1)警察官に対する法医学 (検視に関する教

養)教育の充実,2)独立した検視チーム・部局の設置と人員の増員,3)検視時の装備

の充実を図るがきである.こ のような検視体市1の 充実のためには,現行の警察機構の組

織の見直 し,検視担当部署の独立,それに対応する予算の組み換えを含めて検討すべき

である.こ れらを行 うためには,関連する法制の整備 と十分な予算の確保が必要である.

5.解剖検査体制 (司法解剖・監察医解剖・承諾解音1)について

わが国における,2007年の総死亡は 1,180,280人 で,こ の うち警察官の検視,医師

による検案の対象となった異状死は 154,579名 (13.1%)であった (先進諸国では,全

死亡の 30～ 40%).日 本では,異状死のうち 15,617体 (10.1%)(全死亡比約 1.3%)

が法医解剖.さ れているが,今後,高齢者人口の増加に伴い総死亡数は,2030年 には 160

万人に達するとされる (厚労省推計).適正な死因究明のためには,法医解剖の剖検率

を少なくとも欧米諸国なみの全死亡の 10～30%(現在の 10～20倍)にする必要があZ
う。一方,平成 21年 5月 より裁判員裁判が実施され,法医の負担が増大することが予

想される.さ らに,厚生労40」省が計画している診療関連死 (年 間 26,000件 と推定)の

調査制度の開始に伴い,解音1の負担が生じる.先進諸国では,法医解剖は,犯罪捜査に

限らず,公的死因究明 (公衆衛生,事故の再発防止)を 目的としており, 日本でも,法

医解剖の重要性に対する認識が深まりつつある実情より,今後,短期間に解剖数が激増

することは疑いがない .

冒頭に述べたように,法医解剖には,司法解剖,行政解剖,承諾解剖がある.

司法解剖は,警察・検察による「鑑定嘱託書」と裁判官による「鑑定処分許可状」に

基づき,2007年に 6,446体 (0.55%)が法医学教室で実施されている.これは過去 10

年間で約 5割増加 したが,従来の解剖・検査および鑑定書作成の負担にカロえて,裁判員

裁判では,一般人にわかるような証言,プ レゼンテーションが求められるとされ,出廷

機会も増加することが予想される。一方行政解剖,承諾解剖は,死因究明の目的のため,
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主に法医学教室において 1,263体 実施された.さ らに監察医解剖は,監察医機関などで

7,692体 実施されている。

法医解音」を執刀する資格としては,死体解音1保存法に,法医学の教授,准教授,また

同法に従い剖検資格を認められた者 (医師)と 定められている他,日 本法医学会の法医

認定医が目安となる.平成 19年 12月 現在 (日 本法医学会ホームページ参照),大学法

医学教室に所属する医師数は 186名 ,法医認定医数は 119名 である。一方,警察庁の

発表による鑑定嘱託医は 132名 であり,これが大学における司法解剖 6,446体 ,行政

解剖,承諾解剖 1,263体 を執刀 していると仮定すると,剖検医 1名 あたりの平均剖検体

数は,約 60体 となる.ま た,行政解剖,承諾解剖を含めると,常勤監察医 12名 と法

医 132名 として,法医解剖 15,617体 を,年間 1名 当たり110体解剖 していることにな

る.

衆議院法務委員会答申のとお り,法医解剖を倍増し,年間約 32,000体 とする場合 ,

法医 1名 あたりの剖検数は 220体 となる.大学における法医解剖に限っても,1名 あた

りの剖検数は 100体をはるかに越えることとなり,教育・研究その他の大学の業務を

行 うかたわら司法解剖を行つているという事情を考慮すると,非現実的な解剖関連の業

務負担の増加となる。しかし,旧 国立大学など大学では,独立行政法人化が進み,平成

17度以降,旧 国立大学に限っても 18名 の教官が削減されてお り,現状のまま司法解剖

として剖検数を増やすことは不可能とも言える.剖検率向上にはポス ト増を含む新たな

剖検体制の構築が必要である。

後継者の問題をとってみても若手医師が法医学を目指すとき,ま ず注目するのが,大

学院修了後,臨床研修修了後,就 くことのできるポス トと待遇である。現状のように,

ポス トがなく,業務が過剰で,休 日,出張,裁判出廷のときさえ,代わりのいない勤務

体制では,後継者は確保できない .

適正な死因究明のためには,専門医が,死因究明を一義的な目的とする検案・解音1を

もれなく実施する新たな死因究明制度,解剖体制の構築が必須である。

6.検案・検視における画像検査について

検案・検視時に CTス キャン,MRIに よる画像検査を導入する,死亡時画像検査の

考え方が,最近広が りつつある.平成 19年度から,警察庁は,検視時の CTス キャン

の経費を負担 してぃる.基本的に解剖前診断としての死亡時画像検査の意義は大きいも

のと考えている。今後,一層,死後 CT撮影の意義を,医療関係者に普及 させ,撮影の

協力を得る努力が必要である.但 し,現状では画像所見と肉眼所見との対比がいまだ不

十分であり,死亡時画像検査の所見に基づく死後診断を実際例に応用することはいまだ

時期尚早ではないかと考える。今後,死因不明死体だけでなく,明 らかな外因死例をも

含む多くの CT検査を実施し,これと平行して解剖による死因究明を行い,両者のデー

タが多数蓄積された上ではじめて死亡時画像検査を死因究明に応用することが可能に
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なるものと考える。そのためには収容先の医療機関による検査,検視体制の充実の一環

としての検査に留まらず,先に述べたように,新たな死因究明制度おいて,解剖体制 (剖

検・検査施設)の設置の際に死亡時画像検査の導入も図られるべきであろう。

7.ま とめ

現状の検視・検案体制が,不十分であるとの意見が出されている.た しかに監察医制

度は一部地域に限定されているうえに,法医解剖 (特 に,司法解剖)の剖検数も異状死

の 10%未満に留まっている。現状のままでは,高度化・複雑化する社会の要望に応え

ることには限界がある.速やかな体制の充実がなされないと日本の検視・検案体制は社

会の要望に応えるどころか,一層の批判にさらされることになり,その結果は,国民に

不利益を与えることになる。

そこで,次項では,わが国における死因究明制度の再構築・充実を目指 し,検案・解

剖体制のあるべき姿を中心に提言をする.
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提言 :日 本型の死因究明制度の構築を目指して

H:死因究明医療センター (仮称)の設置について

1.は じめに

日本法医学会 として「日本における死因究明制度の現状 と問題点」を検討 した結果 ,

「死んでも死因が確定できない」わが国の現状 こそが問題であ り,「 国」 として 「医師

による検案 と音J検による死因究明の充実」を図ることが,緊急かつ重要な課題であると

の結論に至った .

2. 目的

国の予算によつて運営 される,「 死因究明医療センター (仮称 )」 を設置 し,「 医師に

よる検案 と剖検 (行政解剖)に よる死因究明」を目的とする .

3.意義

日本では現在,年間約 118万人が死亡 してぃる.その多 くは病院で死亡 しているが ,

外因死お よびその疑いのある例や,死亡前の状況が不明である場合,死者の身元が明 ら

かでないなどの場合には,異状死体 として警察に届け出られた後,警察官の検視および

医師による検案を受ける.年間約 118万 人の死亡者のうち,約 15万人が警察による検

視の対象 となつている。

わが国においては異状死の通報を受け付ける公的窓口は警察であり,警察はその死に

つき犯罪性ないし事件性の有無の判断を行い,その後の方針を決定する.明 らかな犯罪

死体であれば,外見上死因が明らかであっても,その犯罪事実を明らかにするために,

国費負担により司法解剖が行われ,死因を明らかにするとともに,死亡に至るメカニズ

ムも検討される.犯罪の可能性が疑われる死体の場合も,司法解割が行われる。現在 ,

異状死体のうち,年間約 5,900例がこの対象となっている.しか し,犯罪性がないと判

断されれば,死因が明らかでなくとも解剖などの追究はなされないのが現状である.こ

のような場合:監察医制度がない地域においては,死因が究明できないまま,外表検査

のみで推定死因がつけられて処理されているのが実態である。監察医制度のある地域

(東京都区部,大阪市,神戸市,横浜市,名 古屋市)では監察医により監察医解割 (行

政解剖)が行われている.一方,監察医制度のない地域では遺族の承諾を得て解剖が行

われる.こ れらをあわせて年間約 10,00ё 例の解剖が行われている.こ れらの解剖は地

方自治体あるいは警察の費用負担で行われており,各 自治体の財政規模にも影響される

ため,地域差が大きい .

警察で取 り扱 う異状死体のうち,およそ 9割は,解剖などの検査を経ずに外表検査を

中心とした所見のみで,検案時に不確実な死因判断が行われ処理されている.そのため

不確実な死因判断が犯罪の見落としにつながつている可能性がある.ま た,犯罪性がな
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いと判断された死体については,充分に死因究明が行われているとは言い難い .

わが国の死因究明制度はきわめて未整備である,あ るいは構造的に欠陥があると指摘

せざるを得ない .

高齢化社会の進行による総死亡の増加や在宅医療,在宅介護の推進は,「在宅死」の

増加に繋がる結果となり,異状死体の増加に直接結びついている.疾病構造の変化,さ

らには社会環境の変容などからも,異状死体数は今後さらに増加するものと推定されて

いる.正 しい死因が解明できない現状を見直し,増加するであろう異状死の死因を究明

することで,精度の高い死因統計を得ることができる。精度の高い死因統計は,適切な

疾病予防対策を立てる上で不可欠な資料であり,国の厚生行政の根幹をなす基礎データ

である.こ のように収集された精度の高い保健統計の作成は,適正な各種保険支払いや

損害賠償などを担保 し,死者の尊厳 (権利)を擁護することに大いに貢献するものであ

る。さらに,新興感染症,中毒,労働災害,スポーツ事故などの拡大を早期に阻止する

ことによつて衛生行政の充実や事故の再発防止といった社会の安全保障といった観点

からも重要視されるべきである.

死因究明制度はi国民が憲法で保障されている「健康で文化的な生活」を送るための

必須の制度のひとつであるが,現行の制度はきわめて脆弱かつ不十分であり,早急な改

善が求められる.国内いずれの地域に居住していても,等 しく死因究明制度の恩恵を受

けられることが必要である.

以上,安心・安全な日本社会の構築,即ち,わが国における死因調査の適正化ひいて

は国民の公衆衛生の向上を目指すためには:具体的には,高度な専門知識を有する医師

による検案,解剖によつて死因を明らかにする新たな市l度・組織 (施設)の設置は欠か

せないものである.                     '

4.対象

原則として, 日本法医学会 「異状死ガイ ドライン」の対象となる死体とする.

このうち,司法解剖の対象となつている犯罪死 (体)お よびその疑いのある死体につ

いては,従来通 りとする。

5.実施区域

死因究明医療センター (仮称)は,全国の全ての都道府県に設置することとする.従

来の監察医制度のある地域ではその充実 `発展を図る.

6.運営・予算

この新組織は,全ての国民が死亡した場合に,死因究明のための検案・解剖を受ける

ことを目指 しており,人の受ける最期の医療を担 うものである.従つて厚生労働省を中

心とする国の予算で全額支弁されるべきと考える.
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そのうえで,都道府県単位で運営する.施設の設置,維持,人件費,検査費 (解剖検

査およびこれに伴 う必要な諸検査)な ど運営に必要な経費としては,年間国民一人あた

り200円 (米 国監察医協会の勧告によると2ドル)の負担となる.

7.組織について

死因究明医療センター (仮称)と は,死体検案,解剖が実施できる施設であり,都道

府県単位で死因究明医療センター (仮称)を設置し,専任医師 (法 医,病理医)を配置

するとともに,事務業務を担 う職員,検案・解剖の補助を行 う職員,検査を行 う職員を

配置する.ま た,大学や病院の法医,病理医の協力を得るとともに,充分な研修を行つ

た死体検案認定医 (日 本法医学会)や死体検案講習会修了者 (国 立保健医療科学院)を

中心として,死体検案の専門医の確保が不可欠である。また,身元不明死体の歯科所見

の採取については地区ごとに嘱託されている警察歯科医の協力を得るなど,検査 。鑑定

に必要な事項ではそれぞれの領域の専門家の協力が得られる体制を構築する.

さらに,新規にこれらの領域の専攻を希望する医師および法科学専攻者 (歯科医師 ,

人類学者,中毒学者,生物学者といった鑑定や検査を担 う人材)に対する定員枠も同時

に確保することが望ましい。元々専攻者が少ない領域であり,業務を継続的に行い,さ

らに質の向上を念頭に置いた場合,若手を教育し継続的に人材の育成と供給を行うシス

テムも同時に必要となる。医師については現在の初期研修システムとの連携や,専 F5科

としての後期研修の一環としても考慮する必要がある.

これら関連機関 (法医学,病理学部門をはじめとする大学や医療機関,研究機関の各

菩5F])・ 関連領域の研究者との連携体制の構築は,人材確保や研究,あ るいは業務の結

果を活用 し,社会に還元 していく方策を提言していく上で不可欠である.

また,死因調査にあたつては,検視業務 との連携が欠かせないことから,監察医制度

と同様に,警察との協力・連携が必要である。死因究明医療センター (仮称)と 警察と

の円滑な連携を図るためには,死因究明医療センター (仮称)の設置に対応する警察の

検視体制の見直 し,充実も必須である。さらに,組織の充実とともに,関連する法制度

についても整備が必要である.

8.具体的な設置・運営について

1)施設・設備

事務所の設置は,都道府県単位 とし,必要に応 じて分室・支所を設置する .

施設としては,死体検案,解剖が実施できる施設であり,これに伴う必要な検査 (中

毒学的検査,病理検査など)をできることが必須である.さ らには画像検査など関連す

る諸検査に対応できる体制が望ましい.特に,薬毒物分析については,死因究明医療セ

ンター (仮称)に加え,高度な分析には,地区ごとに総合薬毒物分析センター (仮称 )

を設置し分析に当たる必要がある。この分析拠点は,救急医療などの臨床医療,テ ロ対
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策 とも連携を図る.

2)職員

わが国の異状死体の発生状況 (全国で年間 15万件)か ら,そ の発生数は人口 100万

当た り約 1250体 (発 生率 0125%)で ある。そこで,人 口 100万 人当たり1名 の専任医

師を配置する (単純計算で 120名 となる).但 し,人口が 100万人未満の県であつても

少なくとも 1名 は確保する。事務業務を担 う職員,検案・解剖の補助を行 う職員,検査

を行 う職員については,医師 1名 に対し,少なくとも各 2名 を配置する,

9。 まとめ

安全・安心な日本社会の構築,すなわちわが国における死因調査の適正化と,それに

よる国民の公衆衛生の向上を目指すために,専門知識を有する医師による検案・解剖に

より死因を明らかにする新たな制度・組織の整備は欠かせないものである。

現在厚生労働省等で,診療関連死の調査に関して「医療安全調査委員会」の設置が検

討 されている.こ の調査においても,迅速かつ詳細な解割が鍵 となる.地域ごとに調査

機関の設置が検討されているが,解剖体制の検討が不十分なままであり,体制の充実の

ためにも法医と病理の連携は重要である。日本法医学会が提唱する「死因究明医療セン

ター (仮称 )」 は「医療安全調査委員会」における解剖業務の一端を担うことができる

ものと考える.
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補足説明 :1.死因究明医療センター (仮称)の 業務概要

1.死体で発見 された場合

1)病死が疑われる場合

● 主治医がいる場合には,家族な どから,主治医に検案を依頼 し,当該疾患で死亡 し

たと判断 されれば,主治医が死亡診断書を発行する.

● 家族などから,警察に通報 された場合は,警察から主治医に連絡 し検案を依頼 し,

当該疾患で死亡したと判断されれば,主治医が死亡診断書を発行する.

● 主治医が,当該疾患で死亡したと判断できない場合は,主治医は,死因究明医療セ

ンター (仮称)に連絡する.警察への届け出は,主治医が直接に届けるか,死因究

明医療センター (仮称)が連絡する.死因究明医療センター (仮称)の メンバーが

病歴収集や死亡時画像検査を含めた検案を行い,必要に応 じて剖検検査等を実施す

る.

2)外因死の場合 (警察への届出は必須 )

● 家族などから,ま た警察からの連絡を受けて,死因究明医療センター (仮称)の 医

師が検案する。死因,死亡の種類が明らかである場合は,警察の検視を受けた上で

特に問題がなければ検案書を発行する.

● 家族などからの連絡を受けて一般医師が診て,死因,死亡の種類が明らかである場

合は,死因究明医療センター (仮称)に届け出て,警察の検視を受けた上で特に問

題がなければ検案書を発行する.

● 家族,警察などからの連絡を受けて,死因究明医療センター (仮称)の 医師が検案

しても,死因,死亡の種類が不明な場合は,剖検検査等を行い,死因を検討する.

この場合,司法解剖の関係から警察の意見も聞く必要がある.

3)内因死・外因死不明の場合 (警察への届出は必須)

● 家族,警察などからの連絡を受けて,死因究明医療センタニ
(仮称)の 医師が検案

しても,内因死か外因死かが不明な場合は,剖検検査等を行い,死因を検討する.

この場合,司法解剖の関係から警察の意見も聞く必要がある.死因究明医療センタ

ー (仮称)で解剖を行 う.

2.医療機関で死亡 した外因死の場合 (警察への届出は必須 )

● 死体で発見された場合 と同様で,死因究明医療センター (仮称)に届け出て,警察

の検視 を受けた上で,死因,死亡の種類が明らかである場合で,特に問題がなけれ

ば診断書を発行できることとする.               .
● 但 し,外因死の場合は,原則解剖が望ま しい .
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補足説明 2.:死因究明医療センター (仮称)への移行処置等

1.は じめに

東京都監察医務院のように,独 自の敷地・建築物を有 し,そ こに必要な施設,設備 ,

人員を配置できることが理想であるが, 現状か ら考えると,全国一律の体制を,速や

かに 47都道府県に設置することは困難であると思われる .

しか し,死因究明制度の立ち上げには猶予は許 されない.そ こで,早急 に立ち上げる

方法 として考えられ るのは,FFi存の施設,大学法医学教室の解剖室や設備 (病理検査 ,

薬物検査), 自治体基幹病院の解剖室や設備を利用 し,職員についても新規採用が困難

な場合は,大学等の法医学,病理学な どの職員 (非常勤 として)を 当て,運用を開始す

ることである .

2.設備

死因究明医療センター (仮称)を各都道府県内に設置する.しか し,新たな施設を準

備できるまでの間は,解剖施設を有する大学 (法医学教室)や 自治体の基幹医療機関に

事務所を構え,大学法医学教室や協力の得 られる医療機関 (病 理部門と画像診断部門)

をあわせて,連携機 関群を形成する .

これにより,検案 ,剖検や諸検査 (死 亡時画像診断,病理検査,薬物分析など)を分

担 して実施する.

死因究明医療センター (仮称)の設置についても,設置期限を設け,設置可能な都道

府県か ら順次設置す る。

3.運営

事務所窓 口で,検案の連絡を受け,専門医が検案を実施する。剖検あるいは死後画像

診断が必要な場合は,事務所か ら各連携機関群に連絡 し,時間や検査実施施設,担当医

の調整を行い,剖検や画像検査を実施する.剖検後に薬毒物や DNA検査が必要な場合

は,当該連携機関群あるいは外部機関に委託 して検査を行 う.

4.職員

専任の医師が採用できるまでの間,施設 と同様に,死因究明医療センター (仮称)が

中心 とな り,大学の法医学教室の職員 (医師,中毒学者 ,法生物学者,技術職員)や協

力の得 られる都道府県内の医療機関の職員 (病 理医,臨床検査技師,放射線科医,放射

線技師)を登録 (非 常勤職員 として)し ,死因究明業務が円滑に遂行できるように,担

当可能な 日程 を調整する。また,現状を鑑み,当 面は退職 (定年)した病理医や法医学

者の協力も仰 ぐ.
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5.予算について

専任職員および非常勤職員の人件費,剖検および検査に必要な費用は,一括 して死因

究明医療センター (仮称)が国に請求,あ るいは国の予算配分を受けて死因究明医療セ

ンター (仮称)を運営する.

死因究明医療センター (仮称)お よびその他の施設使用料,検査費用については検査

を実施 した検査機関群の医療機関に支払 う。国の費用により遺体の搬送や検査後の処置

も行 う.

死因究明医療センタ‐ (仮称)自 体の事務は,自 治体への委任でも可能であるが,運
用の費用自体は国から自治体に配分 という形を取る.

予算についてである.解剖に係わる経費については,算出根拠により様々な金額が考

えられているが,病理学会の試算によると剖検一体あた り約 25万 円といわれている。

但 し,こ の金額には中毒検査等の諸検査に係る経費,人件費などは含まれていない.仮

に 1剖検あたり25万 円とすると,異状死体の剖検率を現状より10%(15,000体 )上げ

るとすると,25(万 円)× 15,000(剖検体)=375,000(万円),つ まり37億 5千万円が

必要となる.

異状死体の剖検率を 20%と 仮定すると,増加分に相当する 15,000体の剖検を実施す

る医師の確保が必要である.剖検医 1名 当たりの解剖数を 100体 とすると 150名 の医師

の確保が必要である.事務部門,検案・解剖検査部門,病理検査部門,血清生化学検査

部門,薬毒物検査部門に医師当たり各 2名ずつ配置すると1500名 の職員が必要 となる.

これに必要な人件費としては,医師については大学助教相当約 500万円とすると7億

5千万円,技術・事務職員の給与を約 350万 円とすると 52億 5千万円となり,人件費

として総額約 60億円が必要となる.

6。 まとめ

国家予算による死因究明医療センター制度 (仮称)を制定する.独 自の建造物等を確

保できない場合または確保できるまでの施設・設備については大学, 自治体病院の施

設・設備を共有することで対応する.これにより初期投資を抑制し,設備備品の補充・

更新に必要な経費を抑えることができるものと考える.こ のようにした場合の,当 面の

予算は,解剖に係わる経費,人件費とを合わせた約 100億 円に施設・設備の使用料・更

新に係わる経費を加えた予算で運営可能である。この場合においても:全国一斉に死因

究明センターを設置 し,運営を開始した場合で,順次設置 してゆくことも考えられる。
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提言 :日 本型の死因究明制度の構築を目指 して

日本法医学会

「死因究明のあり方に関する検討委員会」

中園―郎 (理事長 ),

平岩幸―,吉田謙―,大野曜吉,山内春夫,前田 均 ,

久保真―,吉岡尚文,舟山員人,福永龍繁,池田典昭 各理事

「死因究明のあり方に関する検討委員会」ワーキンググルー プ (以下 WG)
久保真― (WG長),福永龍繁,青木康博,向 井敏二

,

妹尾 洋,近藤稔和,木下博之 各委員

②



資料 4-2

司法解剖標準化指針

2009年版

日本法医学会

「司法解剖のあり方検討委員会

口同ワーキンググループ」



巻 頭 言

法医 (司法)角牢音1鑑定のあり方について,法医学会では永年にわたり各委員

会を立ち上げ,総会におけるシンポジウムで質疑を重ねるなどして法医実務 輌牢

剖)の質の向上を図る努力を続けている。

最近,裁判員制度,診療関連死,死因究明制度など法医学会にかかわる諸

問題が起こり,学会を取 り巻く社会状況は大きく変貌 している。したがって ,

法医 (解剖)鑑定に対する一般社会 (学会外)の評価はより厳 しくなるものと

考える。

この一般社会 (学会外)か らの重大な責任の付託に応えるべく,我々鑑定

人はより精度の高い法医 (解剖)鑑定の確立を目指さねばならない6こ の司法

解剖標準化指針は,法医 (司 法)解剖鑑定を行 う際に,最低限必要な注意・確

認すべき事項を列記 したものである。この指針を基に,各人が “理想 とする法

医 (司法)解剖鑑定のあり方"を 目指 して頂けるものと確信 している。

平成 21年 4月

日本法医学会 理事長 十日 二
詳

英文タイ トル

The lndicator for Standardization of Forensic Autopsies:2009

ver.
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はじめに

司法解剖で採取すべき所見やその術式は、一般に解剖医自身が学んだ学際的背景

に従つて行われている。このこと自体が直ちに問題であるわけではないが、鑑定が

法に基づき行われる業務である以上、司法解剖にも一定の質が保証されるべきであ

る。米国では解剖 レベルの保持のため、すでに全国監察医協会による剖検指針が定

められてお り、また欧州評議会 (Council of Europe)力 日盟国においても統一化を図

る目的で指針が作られている。こうした背景のもと、わが国でも司法解剖の標準化

が必要と考えられたため、この度、日本法医学会 として指針の策定に着手すること

となった。

本指針は解剖の各過程において「注意すべき,点 Jや 「確認すべき事項」を網羅的

に列挙 したものであり、司法解剖の手法・検査項 目等を一律に規定したものではな

い。すなわち個々の事例については、あくまでも担当する解剖医の裁量に委ねられ

るべきものであるが、司法解剖の重要性が高まる昨今の現状にあって、解剖医とし

てより精度の高い解剖を実施するため、本指針が活用されることを期待 している。

消毒感染予防・器具管理

1.1.消 毒・感染予防

1.1.1 解剖従事者は定期的に健康診断を受診 し,必要な場合にはワクチン接種

等の予防策をとる。

1.1.2 解剖の際には必要な防具を身につけ,感染の予防に努める。

113.「針刺 し」事故等の感染事故が発生 した場合の対応を定め,実行する。

11.4 廃棄物を適切に処分する。

1.1.5.解剖室および検査室のバイオハザー ド対策を行い,殺菌消毒を行 う。

1.2器具管理

1_2.1.使 用する器具の種類及び数を施設内で定め,適切に管理する。

解剖の基本的手技

2.1.外表の検査 (損傷 )

2.1.1.予備的検査

21.1.1.身長を漂1定する。

2.1.1.2.体重を測定する。

2.113.栄 養状態 (る いそ う,肥満など)を評価する。

2.1.1,4,必要な場合は,着衣及び所持品の検査を行 う。

2.1.2.身体的特徴

2.12.1.性別 (外性器の特徴から)を記録する。

2.122体形の特徴を記録する。

2



212.3.癖痕,入れ墨,皮膚病変および上下肢 (指等)の切断があれ

ば記録する。

2.1.2.4.頭髪の長さ,色調を記録する。

2.1´ 2.5.眼裂,耳孔,鼻腔, 日腔内を観察・記録する。

2126瞳孔径を計測する。

2.127.歯牙所見を記録する。

21.2.8.性器および肛門を観察・記録する。

2.1.2.9.医 学的処置 (注射痕など)に関する証拠があれば記録する。

2.1.3死体現象

211.3.1.必 要に応 じて直腸温を浪1定する。

2.1.3.2.死 斑について,発現部位,色調,程度及び圧による消褪につ

いて記録する。

2.1.3.3.死 後硬直について記録する。

2.134.角 膜混濁について記録するЭ

2.135.腐敗性変色について記録するD

2.13.6.腐 敗,ミ イラ化,死蝋化について記録する。

21.4.損傷の検査

2.1.4.1.鋭器損傷及び鈍器損傷

21.4.1.1.損 傷の所見を記録する。

2.1.4.1.2.解剖学的部位名により損傷の位置を描写的に記録す

る。

2.1.4.13損 傷の大きさを記録する。

2.14.1.4.損 傷の形を記録する。

2.1.415.開 放性損傷では,倉J内 を観察・記録する。

2.14.2.銃器損傷

2.1.4.2.1.損傷の所見を記録する。

2.1.4.2.2.解剖学的部位名により損傷の位置を描写的に記録す

る。

2142.3損傷の大きさを記録する。

214.2.4.損 傷の形を記録する。

21.4.2.5煤 と火薬輪の存在の有無について記録する。

2.1.4.2.6.創縁の表皮剥脱,炭化,銃 日の印象,裂創の存在の

有無について記録する。

22 三体腔開検

頭蓋腔,胸腔および腹腔の三体腔を開検し,観察・記録する。各体腔は臓器

摘出の前,摘出中および摘出後に観察をおこなう。



221.頭蓋腔

2.21:1頭皮,頭蓋骨,お よび硬膜 を観察・記録する。

2.21.2,硬 膜外,硬膜下,お よび くも膜下の性状を観察・記録する。

2.2.1.3脳 を摘出 し,表面および割面の性状を観察・記録する。

2.2.1_4必 要に応 じて,脊髄腔の所見についても観察・記録する。

222 胸月空および腹 :空

2.2.2:1臓器においては,必要に応 じて ノ″∫′′″での所見について も観

察 。記録する。

2.2.2.2.癒 着や貯留液があれば記録する。

2.2.2_3.外 科手術に関する所見があれば記録す る。   ・

2.3.臓器の観察

2.3.1頭蓋腔,胸腔,腹腔,骨盤腔の諸臓器を摘出 し,観察・記録する。

2.3.2.大 きさない し重量を計測す る。             ´

2.3.3.表面および害1面 の性状を観察・記録する。

2.3.4.病変・損傷があればその大きき,性状を記録する。

2.4.写真撮影

写真は,文書記録を補足するためのものである。

2.4.1全身の外表の写真を始め,主要な臓器や損傷などを撮影する。

242.血液や異物,器具など不要なものが写りこまないように注意する。

2.43.2、要に応 じて基準点 (ラ ン ドマーク),番号,日 盛 (ス ケール)と ともに

撮影する。

25各種検査

解剖医は必要に応 じ検査を行 う。

2.5.1.組織学検査

2.5.11解剖医は,必要に応じて組織学検査を実施する。

特に肉眼的に死因となるべき所見が見いだせない場合は,死体が

高度に腐敗あるいは白骨化 していない限り実施する。

2.512.ヘマ トキシリン・エオジン染色,並びに必要に応 じて特殊染

色 を実施あるいは依頼 (外部委託含む)できる体制を整備する。

2.5.1.3.組 織学検査によ りなされた診断または結論は,鑑定書に記載

す るか,あ るいは他の文書に記録する。

2.5.2.中 毒学検査

2.5.21解割医は,必要な中毒学検査を実施あるいは依頼 (外部委託

含む)できる体制を整備する。

2.522薬毒物検査を行 つた場合は,被検試料および検査結果を鑑定

書に記載するか,あ るいは他の文書に記録する。

2.5、3.微生物学検査



253.1.解剖医は,必要な微生物学検査を実施あるいは依頼 (外 部委

託含む)できる体制を整備する。

2.532.微生物学検査によりなされた診断または結論は,鑑定書に記

載するか,あ るいは他の文書に記録する。

2_54生 化学検査

2.54.1 解剖医は,必要な生化学検査を実施あるいは依頼 (外部委託

含む)で きる体制を整備する。

2.5.4.2 生化学検査を行つた場合は,被検試料および検査結果を鑑定

書に記載するか,あ るいは他の文書に記録する。

25.5血清学および DNA型検査

2.5.5.1.解剖医は,必要な血清学および DNA型検査を実施あるいは依

頼 (外部委託含む)で きる体制を整備する。

25.52.血清学および DNA型検査により得 られた結果または結論は,

鑑定書に記載するか,あ るいは他の文書に記録する。

2.56.その他の検査および専門家の助言

解剖医は必要に応 じ,病理学,放射線医学,臨床医学,法歯学,法人類

学等に関する検査を実施する。また,その検査結果について専門家の助

言を得られる体制を整備する。

2.6死体処置・縫合清拭

2.6.1 死体の取扱に当つては、特に礼意を失わないように注意しなければならな

2.62.死体の移動・保管に当っては部外者の目に触れぬように配慮する。

2.63.解剖後の縫合に当つては復元・整復を心がけ,そ の他の処理においても

細心の注意を払 う。

3 鑑定書作成

3.1.鑑定書には,解割 日時 。実施場所,死者の氏名・生年月 日ないし年齢・性別 ,

鑑定人,鑑定嘱託者・嘱託 日,処分許可状発行者・発行 日,提出日,鑑定期間

等を記載する。

3.2.鑑定書は論理的・客観的で,明瞭・平易に記載する。

3.3.鑑定書は,解剖所見,検査所見等の客観的「所見」,死因等及び解釈に関する

「説明」,並びに,鑑定嘱託項目に沿つて要約された 「結論 (鑑定)」 の部分で

構成される。説明の部は,所見 。結論の部に簡述できる場合,省略できる。

3.4.解剖所見

3.4.1.外表検査,内景検査,損傷検査,必要な各種検査などに分けて記載する。

分析方法を簡潔に記し,外部委託の場合には,そ の旨を記載する。

3.4.2.写真を整理して提示 し,必要な場合,異状な所見がない場合にも留意 し



て,引用する。

3.5説明,結論 (鑑定)

3.5,1死因を記載する。必要なときは直接死因と原死因 (■連の病的事象の起

因となった疾病・損傷・外力の状況)につき,因果関係を考慮して記載

する。

3.5.2捜査機関などから得た伝聞情報,カ ルテ等・論文の情報などを参考 とす

る場合,出典を付し簡潔に記載することが望ましい。

3.6.「結論 (鑑定)」 では,鑑定嘱託事項にしたがって,簡潔 。明瞭に記載する。

4 臓器等の取扱・保管

4.1試料の採取

411、 血液,尿 ,等の体液を採取する。

4.12.採取した体液をパッケージし採取部位を明記する。

4.1.3.必要に応 じて胃内容,毛髪等を採取する。

41.4.主要臓器から組織検査試料を採取する。

4.15必要に応 じて臓器,組織から薬毒物検査等のための試料を採取する。

4.2.試料の保管

4.21.試料の容器には解剖番号,採取 日等の必要な情報を記載 した上で適切に

整理,保管する。

4.22.体 液試料・ホルマリン固定臓器・鏡検用スライ ド (プ レパラー ト)・ パラ

フィン包埋臓器等はそれぞれ期間を定めて保存する。

5.記録の保管・情報の管理

5_1.解剖記録 (写真,電子ファイル,音声記録等を含む)に は機関の鑑定番号を付

し,管理された場所に保管する。

5.2.死体検案書を発行 した場合は控えを残 し,管理された場所に保管する。

53記録を電子化して保存する場合には,情報漏出防止に配慮する。

5.4′ 解剖記録,鑑定結果は以下の場合を除き守秘を徹底する。

下記の場合には,慎重な対応に留意する。

5.41鑑定を嘱託 した所轄警察署,警察本部,検察庁からの照会。

5.42.遺 族またはその代理人からの死因等に関する照会 (診断書交付を含む .

代理人の場合は遺族の同意書面が必要)。

5.43公務所からの死体検案書記載内容の照会。

5.5.4.そ の他,法令 (弁護士法等)に基づく照会。

5.6.学術会議,学術論文で鑑定内容を公表する場合は,個人やその家族のプライバ

シー保護に十分配慮するとともに,必要に応 じて,日 本法医学会プライバシー

ポリシーに従い慎重に対応する。



おわりに

平成 15年から3年間,福永龍繁庶務委員長 (当 時)の もと,庶務委員会では ,

「司法解剖のあり方検討委員会 。同 WG」 を設置 し,司法解音1の あり方について ,

様々な角度から検討 してきた。平成 17年 3月 には,当 時の警察庁長官に対 し,「 司

法解剖経費の在 り方についての提言」を日本法医学会理事長名で提出した。このよ

うな取 り組みの大きな成果は,平成 18年度から「司法解剖に係る諸検査の経費」

が警察庁の予算として支払われるようになったことである。この結果,解剖鑑定に

必要な検査が,経費の自弁なく実施可能となつた。さらに、この経費が司法解剖を

実施する大学と道府県警察本部との契約に基づいていることで、司法解剖が大学の

受託業務の一部となり、司法解剖が鑑定機関としての大学法医学教室で実施されて

いることをより明確化することができたと考えられる。

しかしその一方で、司法解剖を担当する私たちの社会への責任は,これまで以上

に増 したと言わざるを得ない。質の高い解剖を実施することは、鑑定人に課せ られ

た義務である。このような背景を踏まえ、司法解剖を一定程度標準化 し、解剖手技

や採取試料、検査項目等の指針を提示することは各鑑定人にとっても有用と考え、

学会として「司法解剖標準化指針」を策定 した次第である。この指針が、より良い

法医鑑定につながることを期待 したい。
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平成 15～ 17年度

日本法医学会「司法解剖のあり方検討委員会」

福永龍繁 (庶務委員長・WG長 ),

鈴木 修,大澤資樹,吉田謙―,久保真―,池田典昭 各庶務委員

「同ワーキンググループ (WG)」

青木康博,赤根 敦,近藤稔和 各 WG委員

平成 20年度

日本法医学会「死因究明のあり方に関する検討委員会」

中園一郎 (理事長 ),

平岩幸一,吉田謙一,大野曜吉,山 内春夫,前田 均,

久保真一,吉岡尚文,舟山員人,福永龍繁,池田典昭 各理事

「同ワーキンググループ (WG)」

久保真― (WG長 ),福永龍繁,青木康博,向 井敏二
,

妹尾 洋,近藤稔和,本下博之 各委員

日本法医学会庶務委員会

久保真― (委員長),福永龍繁 (副委員長),青木康博,赤根 敦 ,

岩楯公晴,大澤資樹,玉木敬二,湯川修弘 各庶務委員

①



資料 5

死因究明は誰のため ?

何のため?

その目標は ?

↓

=【市民と社会の納得】

・解割をしても死因が解明できない場合がある

・家族の死因を知りたいと思うのは当然の願い

・犯罪を見逃したら、lLaは納得できない

ボタンの掛け違いは■部の解割医がAiと解割

をlL較 1検討したことにある。
|   

‐ ‐
‐       ‐ | ‐       ‐  ‐

‐   ‐ ‐           |‐

‐↓‐|||‐ .‐ ■‐|‐‐|‐ |■ ■ |  ||■
医学体系的にもt社会的にもセンスが悪い: ■

Alは非破壊検査t解剖は破壊検査で次元が違う。|

‐
↓| ‐‐ |■    ‐| ‐      ■‐‐

A‖ま同じ非破壊検査である「検案1‐

‐
と比較し、 |

導入システムを検討す人善である: ||   ||‐ |

社会はAiを どう扱えばいいのか

――解割医にAiを『主導』させてはならない理由――

「死因究明制度に資するAi活用検討委員会」

厚生労働省省議室

2010.08.05

鉤プ鼈¶財

A:の概念提唱者として危惧していること

↓‐  |   |        ‐        |‐ ‐

主体でAiを扱うと

・医療現場が疲弊するシステムになる |

・レポ■卜のない無責任A:が蔓延する

・Aiの情報が社会に還元されなくなる.

↓■ |‐ ||  |‐  |||| |
死因不明社会が二層1増長されてしまう。

(註 :解割医二痛埋医十法医学者)●  |

司沐解剖||(?p09).6195体 ●=1%)

'要

璽警暮二ξ懸農準.星誓呂筆.本晨二|1著
行政解封|(29o9)|“0体 |(==収

…

劉り

法医学者が主導する『検視・解剖システム』は
姜
=医制度のない地域では、1破縮してぃる ●

司法解割だけでも対応しきれない、と主張する .|
法医学者たちが、なぜ専門外のAlに手を伸ばすのか ?

そもそも、彼らはAiを通切に扱えるのか ?‐ |  |

日本医師会 医療・医学における死亡時画像診断
(Ai=Autopsy imaong)活 用に関する検討委員会
(平成22年 3月 答申)よ り

司法解剖|(20o9).6195体 (4.1%)

脚 総撃 1000?)挙 口中 ●署柳 )



, ?l I

咤

二′I=′ 111■ |′ II′ 1■′111′ 111′

病院死亡 85人

割
人

解

３

(Rutopsy imaging = {i)

Aiの定義
・遺体に対する画像診断 (≒ Postmonem lmaglng)

1)画像解剖 (画像検案)    (狭 義のAう

2)死亡時画像病理診断 (Ai割 検)(広 姜のA0

↓
<<死亡浮薔像診断>

毘[樽呂嵐塁癬笹3喜M_

結核と確定できる

ソ6L呵 医 子 惧 案
 I

群 の原則 ] 撫 壌検査   I⇒ 破壊検査

睦軒菫 颯||→|:13極強

四 尊→③ →■
れで完成している

死亡時医宇検零 |

狭義のAi l

広義のAi l

rF魁臨基紫警
め I解

剖医ltAiを低く評価する

解割
「

:熱 iを低く評価する

見つけた所見は必ず解剖で拾える

という結論になる



という結論になる

中古 CTを購入、装備している

→ [本
当はパは解剖医にま すごζ有用なので融

'  ]

→ I碑
割医に川を主導させるのは宝の持ち腐れ

~可

解割医は、解割されない97人のことは眼中にない

解割医が画像診断を誤診してもt誰●テェックできない

解割医の主張

Aiを行つたら、必ず解割を行わなければならない

→本当:ま (A:は )もつとできる子なのに、 |
指導者 (解割医)の評価があまりにもひどすぎる

これではAi実施数は解割実施数を超えられない
二死菌究明率は解割と同じで、改善されない

解割医が 、画像診断で骨折を見落 としていた

千葉大学付属病院に設置されr_Aセ ンターに診断協力を

要請 していたが、ここ数年ほとんど読影依頼されていない

でのAi活用検討委員会で実際にあつたできご と

法医学者による質の低い、レポー トもない

画像撮影がまかり通つている
あるいは、法医学者はAiを診断していない

法医学者はAiと いう言葉を使わず、死後画像という言葉を使う

法医学者 = 死後画像
Ai   = 死後画像診断

→  「濃源の死後画像には、診断がなもヽ」

3
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深中班の評価項目 同  画像と解剖の有効性をlLEするのであれば、

科学的に正当な評価項 目
l Aiは解割より優れる

2 Aiは解割と同等である

嘲 割と主病変が一致)

3 Aで は死因究明できず、

解割が必要。

4 A'・ 解剖どちらも

死因究明は困難 (除外症例 )

あるいは l A>解 剖
理由

解割という侵襲を加えずに
解割と同等の結果を得られた

研究班の評価は研究者アンケー トの

議論なき多数決で決めている。

研究班ならば議論じ有用性を決めるべき

研究班の納 目
1.Aiの みで醜 析及び
死因究明が可能      ‐

備 理解割とほ印 等) |
2 A'のみで死因期 が
ほぼ可能 (主病変が一致)

3.Aiのみでは腐態解析
には一致しない項目もあるが、
死因についてはほぼ指摘にきる
4 Aiのみでは病態解析は
部分的に可能だ瓜
死因についてはその可能性を
指摘するにとどまる
5.Alの みでは病態解析ならびに

死因究明は困難である

深山班の評価現目
1.Ai=病 理解剖

2 A:■ 醐 剖
3.A'■ 病理解剖
4:AIく病理解割

5 Al→ x
蜘 は ?)

この研究結果が、厚労省研究班の結果 とい うことで撤布 される

誤った評価法で、Alに関す る社会認識が貶められている

よ、 この研究内容 を ちん と評価 したのか ?

「死後画像で十分」はわずか 3% 厚労省研究班の調査で

(2010′ 06112共 同通信)

診療に関連 して死亡した患者 152例 の死因を死亡時画像診断 (A
i)と 解剖の両方で調べた結果、所見がほぼ一致 したのは 20%で 、
「A:だ けで死因が究明できた」 と医師が判断 したのはわずか 3%
だったことが 12日 、厚生労働省研究班の調査で分かつた。

先 日の発表でも、Alと 解剖の比較検討研究の結果であるにも関わ ら
Alの 方が解割 よりも優位 にある所見は提示 されなかった

ι

モデル事業に関する公募研究である深山班の結果は
「Aiは解剖ほど役に立たない」というものだつたはす。

モデル事業本体からも個用されていない、
すヽれか。

る

主体は 内科学会・外科学会 =病理学会・法医学会

5年で 7億円、105例 達成率 10°/o →失敗と評価され
る

何をもつて診療関連死というのか、さまざまな議論があるが、ひとつの目安として、
日本医療機能評価機構の医療事故報告】より推計。

平成20年「医療事故情報収集等事業」における死亡事故の報告件数がベース
▼ 死亡事故の報告件数         115件
▼ 当該報告の対象医療機関の総病床数   144.158床
▼ 日本全国の総病床数         1.756.115床
当該事業の対象医療機関病床数を全国に伸ばす 約 1400件 (平 成20年)

▼ 報告を日本医療機能評価機構にあげる基準
(医療法施行規則第9条の23に規定 )

=医
療又は管理を行つたことが明らかであり、その行つた医療又は管理に起

て、患者が死亡した事例』 (誤った医療又は管理に起因することが明らかでは
ないが、行った医療又は管理に起因していると想定されるものも含む。)の 中で進

素朴な疑問 なぜ、診療関連死の組織を『 日本医療機能評価機構』内部に
作らないのか ?

「医療事故情報収集等事業」における死亡事故の報告件数
▼ 死亡事故の報告件数         115件
▼ 当該報告の対象医療機関の総病床数   144,158床
▼ 日本全国の総病床数        1,756.115床
当該事業の対象医療機関病床数を全国に伸ばす 約 1,400件 (平成20年 )

モデル事業5年の実績  診療関連死の推計数
希望するも対応不可  196例     ▼ 5年てフ000例
解剖拒否による受付不可 60例    ▼ 5年で2100例
解析実施   5年 で100例     ▼ 5年で3500例

→ ベーシックに、これだけの症例に対応できないのが、

解剖主体のモデル事業の最大の欠点である。

ちなみに、年間 1.400件というのは、全死亡例の012%
また、診療関連死は、周辺医学情報がきわめて濃密な症例でもある。
→死因究明全体のモデルとして考えるのは不適切な特殊な母集団

犯罪死究明の体制強化 警察庁研究会発足
………………―………………………………………………‐犯罪の
見逃しを防ぐため、警察庁は遺体の死因を究明する制度のあり方を議
論する有識者の研究会を1月 29日 に発足させた。不審死が相次ぐなか
貧弱さが指摘される遺体の解剖や検視の体制強化など、死因を確実
に解明するための制度改革案を検討する。研究会は今年夏をめどに
方向性を固め、年末にも最終提言をまとめる方針。中井治国家公安委
員長はすでに、死因究明制度を抜本的に見直す法案を2011年の通常
国会に提出したいとの考えを明らかにしている。警察庁によると、研究
会の委員は刑法や法医学などの専門家ら10人 。警察庁の金高雅仁刑
事局長のほか、法務省から落合義和刑事課長も参加する。座長には
佐藤行雄・前国家公安委員が就く。
↓
法医学者と法律家だけ。医療従事者はいない。

4



・   ●   1

こ資 す る タヒ因 発 明 霜り度 の 任 り万 1Lつい て 」

中間答申 <法医学者と法律家だけ。医療従事者はいない>

々3)装備資機材の一層の活用② CT検査の積極的実施  |
外表所見、病歴等か ら死因が特定できない死体の CT検査を積極的に実施す

る。 CT検査 については、外表に明確な痕跡が認められず、死因が判然としな

い死体については、月出出血、 くも膜下出血、大動脈解離、大動脈破裂などの出

血麟 変や骨折等が明 らかlcな り、解割を行うことなく死因が鮮明される事例

が一定程度存在する上、解音Jの要否判断においても外表検査以上の役書Jを果た

すことが認め られる。

↓

解割とAlの分離運用 に向けた第一歩

↓

医療関係の厚生労働省より、警察庁が一歩 リー ドか ?

しか し、実際の運用 に関 してはまつた く検討していない様子

(Aに詳 しい医療従事者が参加 していないので)

↓
本検討会でAlに関する診断システムを構築すれば、警察庁も同意するはず

↓
捜査主導ではなく、医療主導のAiシステムの構築を 1

「Ai活用に関する検討委員会」の有無
(その学会のAlに 対する姿勢の指標)

Ai学会     ○

放射線学会   ○

放射線技師会  ○

救命救急学会  ○
日本医師会   ○

病理学会    ×

法医学会    ×

内科学会    ×

外科学会    ×

小児学会    X
日本医学会   ×

解割医はAiを正当に評価できず

く法医学者>が
=導

すると  |   ‐.           |
・授査情報だとして、情報公開が行われなくなる。| |

→診断情報を医療現場や市民に還元できない     .

1鞣 瑕 蒜 ひ 葬 1荀 |‐

|■
|

■  →Aiは役に立たない、というネガティヴ :キヤンペニンを喰らう

:緊羅編冒璽疑;?百嵯墓轟発事肇ボ」E嘉菫詳聖距]:｀
牟

`↑

る
・字術的にAを不当に低<評価する。|■ ‐   ‐   | ‐
‐
→Alはあまり役に立たないこといぅネガティヴキヤンペーンを喰らう

解割にまつわる1不透明さt遅延がハiにまで夏延してしまう

『解剖至上主義』から

『 Ai優先主義』ヘ
Aiを解剖医に主導させると診断の質は劣化 し

放射線科医や放射線技師は労働力を搾取される

『解割至上主義』から『 Ai優先主義』ヘ

ちなみに.:… ■   ‐  ‐ ・     |
『解割至 卜主義』 |  ‐  ‐ | |‐  ‐ |‐
「A:を行,たら、必ず解剖をしなくてはならない」
「Aiは解剖の補助検Hcある」  ■     ‐

『 Ai優先主義』
「Aiを行い、死因がわかれば解剖を省略してよい。
わからなければ次に解割を勧める」

「Alと解割は次元の違う、別の検査である」
(Aiは非破壊検査、解割は破壊検査だから)

警察庁は『ハi優先主義』にシフトしつつある

→ 鵬 織鮮 警亨
漿 嘲

J→ 颯

四

CT3日、MRIて 6

解割医 (病理医 ,法医学者)にAiを主導させると

医療、及び診断にモラリ

"ヽ

ザ■卜が出現する3 1

解剖医が主導すると解さ!される症例に.しか
適用されないル■ルにな0て しまう: ‐

0)放射線科医がAi診断を忌避する。

1)画像診断の非専門家の病理医や法医学者が見よう見まねでAに行う。

2)彼らltAl後に解割をするので、Aiをきちんと読影 しない。

3)法医学者は読影をせずに、Ai撮像の実績だけ積み上げていく。

4)Alは撮像だけでよく、費用 は解割関連部門に入る社会制度ができる。

5)地方警察がAIを 医療現場に依頼するようになる。  ｀

6)医療現場では、結局放射線科医や放射線技師がタダ働きさせられる。

7)Ai読影の経済保証がされず、放射緑科医は読影しな くな り、

Aiの画像診断の質が低下する

8)死因究明に関 し無責任社会が出現する。

こうした破滅から社会を救えるのは、

茨射銀科医・放射線技師の尽力しかない。

5



%L鳴 医 手 慄 系
 i

l 非破壊検査  |…

二12中
・ 0→Og

死因確定率‐ E璽彊 巨亜ヨ→E要ヨ
‐| ‐

1 
回 回  四

四

解饉の道杏を決めるのは、
解BIl医ではない

(解鶴医は依頼された遺体を3「jするだけ)

01=1躍 露 籍 ■ ⇒ 平3爆担 不晴隣 る

Ai優先主義のシステムでは

Oo →董鸞 ::]

⇒
種驚下

悧ま

解剖至上主義の反論

0[:」][見

逃したら
→

③隕⇒

Alで死国が確定できなければ

解割を推翼する

日像で死因
―

きるケースを

放射線学会でオーサライズし、そ

のケースについてのみ、死国確定

悧 まよい

放射線科医がフアース トチェックを

しないと見落としは防げない

6



●  11●   ヽ

つ施設で解剖が行われることへの不安
裁判では証拠として認定されない

医療従事者と遺族の紛争を籠推

■百Яにτ 琲 ・
・

Stt」In

以上かかる例が6割

ける道

"r)3つ
の願い

・真実を知 りたい
。ミスをしたら迅速な謝罪
・現状復帰

この写真は、一般の人が見ても、ショツクにならない

→ 遺族と医療現場のコミニュケーション・ツール
→ ADRには必須の情報

2)死因の迅速チェック
→ 医師にとつての必須のツール (真実の把握は必要最低限)

3)死亡時医学情報の中立的・客観的な情報提供
→ 裁判員制度への応用

911甲窄率 |…くなる●||

着農i:ミ女碁ぁぅたのでは●Lし ちヽ菫
=

%響警彎 |■‐■■‐
"淑

解鋼した0● ミスを腱すという不信感

1-

。現状復帰 (亡 くなつた場合は無

解割主体システムでは

遺族 と医療の断絶は深まり

遺族の願いも叶わない

用理解

“議綱では、自鹿餃の解日

は証拠として認められな

いという判例

解耐なし

死因―
き■

医用現埋へω不信慮盈

―
きす

菫筑介入→ヨ法解

“死国は遺族に伝えられない。

→死目を知りたいがために

遺族が医― 杜 す

o‐ ‐Aiは

口像を詢 観 てt●座に麟萌を聞く ||

④医師と遭臓0コミュニケーションの成立

→真案を知りたいという凛い

「

ltう

真実を知 りたい

・ミスな ら乱凍な謝罪
・現状復帰 (亡 くなつた場合 は無

一枚の写真 (Ai)の存在が

すべてを変える

0病 院で突鉢:― 亡くなる .■ |‐

轟院止ミスがあらためてlttという巌麟

医療事故の場合、

理題に日罪→迅速な目罪

という願い脚叶う

医療事故でなかつた場合

双方納個し退院.

医療の信頼は守られる

A,で死国不昭なら ‐

麻

“

Olb薫 説明しt

承躇も得やすくなる|

50%

(警官24・ 医師22)

35% 60/172

165/172960/O

29% 43/147

141ノ 14795%

つている

iを矢口つている

7



(  ■,  
「

iセ ンターの定義→画像診断センター
・Ai診断が放射線科医によつて行われる。
・診断レポートシステムが構築されている。
・診断結果を遺族に伝えるシステムがある。
・機械のメンテナンスが放射線技師によつて行われる。

法医学分野も、Aiの診断をAiセンターに委託
することで、捜査:情報という縛りに囚われずに、
遺族への死因情報公開が可能になる

死因は、捜査情報という縛りで隠匿されるべき
情報ではなく、遺族と社会に公開されるのが原則

↓
「Aiが導入されると、医療裁綱が減つちゃうからなあ」

↓
Aiを導入すれば、医療裁判が減る !

なぜ医療安全を目指す人たちは、Aiを推進しないのか ?

「ADRにはAiが必須ですよね」
↓

「ソーデスネJ

↓      
‐

でも、ADRを実施しようとしている人たちから
Aiの積極的推進を謳う人は出てこない !

「相次ぐAiセ ンター」の創設
千葉大学

本L幌医大

群馬大学
神奈り|1歯大
近畿大学

東北大学
石メ|1県 医師会

佐賀大学

長崎大学

福井大学
二重大学

大分大学

医療現場からの自律的な
Aiセンターの倉」設が

行われている

↓

市民のための医療、
良心的な医療に
Aiセンターが必須だから

8



｀  口    |

1)Aiは医療現場の終点に置き、医療従事者が診断し、資澪ぼ優療☆夕事から鑑

療現場 こヽ支払われる。

2)A:豪 Iよる勇基診ぼ1■ :は 録界があるとしヽうことを社会認知させた上、Alで死

因確定できなかつた場合、解割適用を推奨する。

3)「体表検案→Ai→解剖」という時系列で検査を行う。

4)Aiは、解剖ではな く、検案 と比較検討すべきである。

「Ai原則Jを堅持できなければ、Alの導入は医療現場 に疲弊をもたらす

Aiは透明性・rPコ旺・迅速性の局い、市民磁芸ltとつ

したがって、市民社会からの支持も高い。

入を危ぶんでいる人々は、市民のための医療、もしくは死因究明制度の

構築ではなく、自分たちの領城に都合のいいシステム作りを暗黙のうちに目指

してしヽるように、市民の目には映っている。

↓
いずれ、Aiを行わなしヽ医療施設や捜査現場は淘汰されていくだろう
「Aにやらないのは、あるいは結果を公表できないのは隠しごとがあるから」

解割を行わないケースに対するA:の診断料を
医療費外から医療現場に30億円手当せよ

内訳・警察庁10億、厚生労働省■5億、文部科学省5億

診断費用 として、 CT読影料 一体 3万円として
,小児 5000人 分の診断費用を確保 CT=1.5億 MRI=05億
・救急 4万人分の診断費用を確保    CT‐ 12億
・異状死 4万人分の診断費用を確保  CT‐ 12億
30億円の診断費用を準備すれば、A‖ま医療現場 で飛躍的に推進される。

1) 忙 しすぎてやれない、という施設に無理にやってもらう必要はな く、

進んでやろうという意思表示をする施設に優先的に検査費用をつける。

すると準備費用が金額使われることもないし、意欲的な施設に適正に費用が

される。これによりAIの導入する意欲が明ら力ヽ こなるだろう。

2) 解割医の主張を素直に受け容れれば、Aiは解割にとうてい及ばないので、

解剖をするケースで 1」Aを行う必要はないのでは ?。

(解剖の問題は、解割領域で解決 して ください )

もしくは類似施設が続々と

立ち上がつている .

を行つている人たちに

くのが、基本である。

Aiをやらない人たちの

「杞憂」をい くら聞いても

現実的には意味がない。

うと思えばすぐ実現可能。
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「死
因
不
明
大
国
」に
す
る

ど

う

い
ま
だ
年
間
百
万
人
が
死
因
不
明
の
ま
ま
。
△フ
こ
そ
「ＡＩ
しの
導
入
を

日
本
は
「
死
因
不
明
社
会
」
で
あ
る

―
＝
。
私
が
本
誌

（〇
八
年
七
月
号
）
に
そ

う
書
い
て
か
ら
二
年
が
経
っ
た
。

前
回
の
論
文
で
は
、
私
は
作
家
、
そ
し
て

病
理
医
の
立
場
か
ら
、
解
決
策
と
し
て
ヽ

（オ
ー
ト
プ
シ
ー
・
イ
メ
ー
ジ
ン
グ
“
死
後
画

像
診
断
。
遺
体
を
Ｃ
Ｔ
や
Ｍ
Ｒ
Ｉ
で
検
索
し

死
因
を
精
査
す
る
）
の
社
会
的
な
導
入
を
訴

え
た
「
そ
の
後
、
Ａ
を
取

，
巻
く
環
境
も
変

化
し
、
腰
の
重
か
っ
た
霞
が
関
も
よ
う
や
く

Ａ
導
入
に
舵
を
切
っ
た
よ
う
だ
。

だ
が
残
念
な
こ
と
に
、
現
状
と
し
て
は
依

然
日
本
は

「死
因
不
明
社
〈百

の
ま
ま
で
あ

る
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
問
題
を
提
起
し
よ

う
と
、
も
う

一
度
筆
を
執
っ
た
。

前
回
の
論
文
と
重
な
る
が
、
初
め
て
読
む

読
者
の
た
め
に
、
ま
ず
、
「
死
因
不
明
社

会
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

我
々
は
様
々
な
形
で
最
期
を
迎
え
る
。
た

と
え
ば
が
ん
な
ど
に
よ
る
病
院
で
の
死
、
交

通
事
故
な
ど
に
よ
る
不
慮
の
事
故
死
、
さ
ら

に
は
犯
罪
の
被
害
者
と
し
て
の
死
も
あ
る
。

病
院
で
迎
え
る
死
の
場
合
、
「
死
因
」
は

「
死
亡
診
断
書
」
に
書
か
れ
て
あ
る
通
り
で

（作
家
・医
師
）

は
な
い
か
、
ど
思
わ
れ
る
読
者
も
多
い
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
が
ん
末
期
息
者
で

も
、
突
然
の
心
筋
榎
塞
や
脳
出
血
の
併
発
で

亡
く
な
る
こ
と
が
あ
る
。
経
過
と
無
関
係
の

突
発
事
態
で
死
に
至
る
可
能
性
は
常
に
存
在

す
る
の
だ
。
い
ん
と
闘
病
し
て
後
の
死
と
い

っ
て
も

「
が
ん
死
」
と
す
ぐ
に
確
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
通
常
言
わ
れ
る

「死
因
は

胃
が
ん
で
す
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
推

測
の
死
因
に
過
ぎ
な
い
。
要
す
る
に
、
死
因

不
明
の
ま
ま
死
亡
診
断
書
が
書
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
何
ら
か
の
医
療
ミ

●
　
　
■
■

　
　

，再び間う 日本を「死因不明大国Jにするな

聞
つ

を

ス
、
診
療
ミ
ス
に
よ
る
本
当
の
死
因
が
看
過

さ
れ
、
そ
の
ま
ま
開
に
葬
ら
れ
て
い
る
と
い

う
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

病
院
で
亡
く
な
っ
た
際
、
必
ず
解
剖
を
す

れ
ば
、
か
な
り
の
死
因
は
特
定
さ
れ
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
後
に
く
わ
し
く
述
べ
る
よ
う

に
、
解
剖
医
の
マ
ン
パ
ワ
ー
不
足
や
、
遺
体

を
損
壌
す
る
こ
と
を
望
ま
な
い
遺
族
感
情
な

ど
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
は
不
可
能
だ
。

一
方
、
事
故

・
事
件
に
よ
る

「
死
因
」

は
、
基
本
的
に
は
捜
査
当
局
の
指
示
に
よ
っ

て
、
法
医
学
教
室
が
司
法
解
剖
を
し
、
死
困

が
解
明
さ
れ
る
。
あ
る
解
剖
医
に
よ
る
と
、

七
五
％
程
度
は
司
法
解
剖
に
よ
っ
て
死
因
は

特
定
さ
れ
る
と
い
う
。

だ
が
、
た
と
え
解
剖
で
死
因
が
解
明
さ
れ

て
も
、
遺
族
に
そ
の
結
果
が
伝
え
ら
れ
な
い

ケ
ー
ス
が
多
く
存
在
し
て
い
る
。
遺
族
に
死

因
が
伝
わ
ら
な
い
限
り
、
社
会
的
に
は

「死

因
不
明
」
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

押
尾
学
事
件
の
教
訓

そ
の
典
型
的
な
例
が
、
昨
年
入
月
に
起
き

た
。
俳
優
の
押
尾
学
氏
が
合
成
麻
薬
を
使
用

し
た
際
に
、　
一
緒
に
い
た
女
性
が
死
亡
、
押

尾
氏
が
保
護
責
任
者
遺
葉
致
死
で
逮
捕
起
訴

さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
被
害
女
性
の
遺
族
が

死
因
を
知
り
た
い
と
当
局
に
訴
え
続
け
た

が
、
容
疑
者
が
再
逮
捕
さ
れ
た
今
も
死
因
が

遺
族
に
伝
た
ら
れ
た
と
い
う
報
道
は
な
い

（二
〇

一
〇
年
六
月
一
日
現
在
）。

情
報
が
開
示
さ
れ
ず
、
捜
査
関
係
者
だ
け

が
死
因
を
知
っ
て
い
る
、
も
し
く
は
死
因
の

開
示
が
捜
査
現
場
の
恣
意
的
な
判
断
だ
け
で

行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

「捜
査
」
関

連
の
死
因
は
、
全
例
オ
ー
プ
ン
に
す
る
と
い

う
転
換
が
必
要
だ
が
、
現
状
の
司
法
解
剖
制

度
下
で
、
そ
れ
を
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
動

き
は
な
い
。

現
状
の
司
法
解
割
制
度
で
は
、
解
剖
に
あ

た
る
法
医
学
者
は
警
察
か
ら
個
人
委
託
さ
れ

て
司
法
解
剖
を
行
う
の
で
、
情
報
開
示
は
依

頼
主
で
あ
る
警
察
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
捜
査
関
係
者
は
、
死
因
は
犯
人

し
か
知
り
得
な
い
情
報
だ
か
ら
捜
査
情
報
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
開
示
の
判
断
は
捜
査
関
係

者
だ
け
が
行
い
得
る
と
主
張
す
る
。

だ
が
、
昨
年
十

一
月
に
起
き
た
島
根
女
子

大
生
バ
ラ
バ
ラ
殺
人
事
件
の
犯
人
は
捕
ま
っ

て
い
な
い
が
「
遺
体
の
殺
害
状
況
は
セ
ン
セ

ー
シ
ョ
ナ
ル
に
報
道
さ
れ
た
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
〇
七
年
二
月
に
発
生
し
た
、
英
国
人

講
師
殺
人
事
件
で
も
、
早
い
段
階
か
ら
死
因

は
絞
殺
だ
と
報
道
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う

な
情
報
は
捜
査
関
係
者
か
ら
し
か
出
な
い
も

の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
司
法
解
剖
制
度
下
で
も

「
死
因
」
は
、
保
秘
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
も
な
い
し
、
情
報
公
開
に
関
し
て
．も

一　
ハ

定
の
原
則
が
存
在
し
な
い
、
い
わ
ば

″無
法

“

地
帯
“
な
の
だ
。

無
法
地
帯
で
あ
る
が
ゆ
え
、
捜
査
現
場
で

は
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
が
起
き
て
ぼ
る
。
遺
族

が
神
奈
川
県
や
監
察
医
を
訴
え
た
保
土
ヶ
谷

事
件
で
は
、
監
祭
医
が
解
剖
結
果
を
報
告
し

て
い
る
の
に
対
し
て
、
遺
族
は
解
剖
な
ど
さ

れ
て
い
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
ｔ
て
遺
族
が

起
こ
し
た
民
事
裁
判
で
、
監
察
医
側
が
証
拠

と
し
て
提
出
し
た
臓
器
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
で
別

人
の
も
の
と
判
明
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
民
事
裁
判
で
遺
族
側
の
訴
え
は
棄
却
ｔ

ユ
ｏ

「Aけ導入をFEむ
白い巨塔にメスを入れる

:「 F rr― 寧

目 ¨
=
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`
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再び間う 日本を「死因不明大国」にするな

れ
た
。
こ
れ
は
法
医
学
者
の
解
剖
が
第
二
者

に
よ
り
監
査
さ
れ
得
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
、
法
医
学
史
上
誠
に
恥
ず
べ
き
事
件
で

あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
に
鑑
み
、
私
は
、
と
あ
る

法
医
学
者
を
取
材
し
た
際
、
「法
医
学
者
が

自
発
的
に
死
因
を
遺
族
に
伝
え
る
仕
組
み
を

作
る
つ
も
り
は
な
い
か
」
と
問
い
質
ｔ
た

が
、
そ
の
意
欲
は
薄
か
っ
た
。
誰
の
た
め
の

司
法
解
剖
か
と
問
え
ば
、
法
医
学
者
の
答
え

は
決
ま
っ
て
い
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
法
律
に
従
い
、
警
察
か
ら
委

託
さ
れ
た
死
因
を
依
頼
元
に
鑑
定
結
果
と
し

て
返
す
だ
け
で
す
」

司
法
解
剖
さ
れ
た
遺
族
が
死
因
を
知
り
た

け
れ
ば
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
と
問
う
と
、

「裁
判
を
起
こ
せ
ば
確
実
で
す
」

と
答
え
る
。
私
は
果
れ
果
て
て
し
ま
っ

た
。
こ
う
な
る
と
も
は
や
司
法
解
剖
は
紛
争

促
進
シ
ス
テ
ム
で
す
ら
あ
る
。
し
か
し
、
莫

大
な
費
用
を
か
け
て
訴
訟
を
起
こ
す
逮
族
が

ど
れ
ほ
ど
い
る
と
い
う
の
か
。

つ
ま
り
司
法
解
剖
に
お
い
て
確
定
さ
れ
た

死
因
は
、
市
民
社
会
に
直
接
還
元
さ
れ
な

い
。
市
民
社
会
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
司
法

解
割
例
は
死
因
不
明
社
会
の
大
き
な
要
因
の

ひ
と
つ
な
の
だ
。
司
法
解
剖
制
度
は
、
市
民

の
切
な
い
希
望
に
対
し
、
冷
た
い
シ
ス
テ
ム

と
言
っ
て
よ
い
。
家
族
の
死
因
を
知
る
こ
と

は
、
市
民
に
と
っ
て
基
本
的
人
権
に
匹
敵
す

る
権
利
だ
が
、
そ
れ
が
、
捜
査
当
局
が
司
法

解
剖
を
支
配
す
る
と
い
う
社
会
シ
ス
テ
ム
に

よ
っ
て
阻
害
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

Ａｉ
制
度
を
導
入
す
る
と
―
―

で
は
、、
「
死
因
不
明
社
会
」
の
現
状
を
解

決
す
る
方
法
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

す
べ
て
の
死
亡
例
を
解
剖
し
、
情
報
の
公

開
を
義
務
付
け
れ
ば
、
死
因
不
明
社
会
は
解

決
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
現
実
的
な
も

の
で
は
な
い
。

ま
ず
、
解
剖
が
で
き
る
医
師
の
数
に
限
界

が
あ
る
。
現
在
、
司
法
解
剖
に
対
応
で
き
る

法
医
学
者
は
百
二
十
人
、
病
理
解
割
を
す
る

病
理
医
は
二
千
人
弱
し
か
い
な
い
。
し
か

も
、
病
理
医
の
半
数
は
二
十
歳
台
後
半
で
、

五
年
後
に
は
半
減
す
る
。
日
本
法
医
学
会
は

法
医
学
者
を
増
や
そ
う
と
ロ
ピ
ー
活
動
に
励

ん
で
い
る
が
、
医
師
そ
の
も
の
が
増
加
せ

ず
、
十
五
年
後
に
は
新
人
外
科
区
が
ゼ
ロ
に

な
る
と
い
う
驚
愕
の
予
測
が
あ
る
中
、
法
医

学
者
だ
け
が
増
え
る
道
理
が
あ
る
は
ず
も
な

い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

こ
の
よ
う
な
現
状
で
は
、
年
間
百
十
四
万

人
と
い
う
死
者
す
べ
て
に
対
応
す
る
こ
と
な

ど
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
解
剖
が
可
能
な
状

況
で
も
、
前
述
し
た
遺
体
を
損
壊
す
る
こ
ど

に
対
す
る
遺
族
の
反
対
感
情
の
問
題
も
あ

′つ
。で

は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
が
。
そ
の
解
¨

決
策
が
、
以
前
よ
り
主
張
し
て
い
る
Ａ
制
度

の
導
入
で
あ
る
。

「検
死
」
↓

「
解
剖
」

と
い
う
従
来
の

「死
因
解
明
」
を
、
　
‘

「
検
死
」
↓

「
Ａ
」
↓

（死
因
が
不
明
な

ら
ば
）
「解
剖
」
、

と
い
う
手
順
に
転
換
す
れ
ば
よ
い
。

解
剖
と
比
較
し
て
、
Ａ
に
よ
る
死
因
究
明

の
利
点
は
多
い
。

①
遺
体
を
損
壊
せ
ず
、
遺
族
感
情
に
優
し

い
。

②
検
査
が
早
い

（解
剖
の
施
行
に
は
半
■

以
上
、
結
果
報
告
ま
で
数
力
月
か
か
る
が
、

Ｃ
Ｔ
な
ら

一
分
、
Ｍ
Ｆ
Ｉ
な
ら
二
十
分
で
診

断
が
終
わ
る
）。

③
検
査
費
用
が
安
い

（解
剖
の
十
分
の

一
、　
一
体
二
万
円
で
済
む
）。

④
マ
ン
パ
ワ
ー
が
あ
る

（放
射
様
科
医
四

千
人
、
プ
ラ
ス
臨
床
医
三
十
万
人
が
対
応
）。

ま
た
、
Ａ
を
導
入
す
れ
ば
、
医
療
事
故
に

対
し
有
用
な
解
決
策
に
も
な
る
。

医
療
事
故
に
遭
遇
し
た
遺
族
が
病
院
側
に

望
む
も
の
は

「
死

の
真
相
」
「
迅
速
な
謝

罪
」
「原
状
回
復
」
で
あ
る
。
死
亡
事
例
の
・

場
合
、
死
者
を
蘇
生
さ
せ
る

「原
状
回
復
」

は
不
可
能
だ
が
、
「
死
の
真
相
」
を
解
明
す

る
点
に
関
し
て
は
、
Ｃ
Ｔ
で
診
断
し
、
す
ぐ

に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
死
因
が

判
明
で
き
な
く
て
も
、
「
Ｃ
Ｔ
で
判
別
で
き

な
い
死
因
」
だ
と
い
う
現
状
を
伝
え
ら
れ
る

の
で
、
あ
る
程
度
は
遺
族
の
要
望
を
満
た
す

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
Ａ
で
死
因
が
判
明

し
、
死
の
真
相
が
医
療
事
故
と
わ
か
っ
た
瞬

間
に
謝
罪
す
れ
ば
、
遺
族
へ
の
最
速
の
謝
罪

と
な
る
。
現
場
の
誠
意
が
伝
わ
り
医
療
訴
訟

と
い
う
紛
争
は
減
少
す
る
だ
ろ
う
。

私
は
か
っ
て
東
京
弁
護
士
会
の
勉
強
会
に

招
か
れ
Ａ
の
講
演
を
行
な
っ
た
が
、
懇
親
会

の
席
上
、
医
療
訴
訟
に
詳
し
い
あ
る
弁
護
士

が

「
Ａ
は
素
晴
ら
し
い
け
ど
、
導
入
さ
れ
る

と
医
療
裁
判
が
減

っ
ち
ゃ
う
な
」
と
呟
く
の

を
耳
に
し
た
。
Ａ
を
医
療
現
場
に
導
入
し
、

死
因
究
明
の
第

一
歩
に
す
れ
Ｗ
、
医
療
訴
訟

は
確
実
に
減
少
す
る
の
だ
。

医
学
界
の
権
益
争
い

し
か
し
現
状
で
は
、
Ａ
導
入
は
な
か
な
か

進
ん
で
い
な
い
。
導
入
を
阻
む
も
の
が
．そ
こ

に
あ
る
か
ら
だ
。
そ
の
元
凶
が
医
学
界
の
権

益
争
い
だ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

今
、
た
に
関
す
る
権
益
を
仕
切
ろ
う
と
し

て
い
る
の
が
解
剖
関
連
の
日
本
病
理
学
会
や

日
本
法
医
学
会
で
あ
る
。
彼
ら
は
Ａ
を

「解

剖
の
補
助
検
査
」
と
位
置
づ
け
、
解
剖
ど

″同
時
″
に
行
う
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い

る
。
こ
の

″同
時
″
と
い
う
言
葉
が
意
味
す

る
と
こ
ろ
は
、
解
剖
を
す
る
法
医
学
者
が
ん

撮
影
も
自
分
の
手
で
行
う
、
と
い
う
こ
と
だ
。

本
来
は
Ａ
の
専
門
家
で
あ
る
放
射
線
科
の
医

師
が
あ
た
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
う
な
る
と

死
因
解
明
の
主
導
権
を
放
射
線
科
医
に
握
ら

れ
る
と
で
も
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
枠
組
み
で
は
明
ら
か
に
問
題
が
二
点

生
じ
る
。　
一
点
目
は
、
専
門
外
の
人
間
に
よ

る
質
の
低
い
Ａ
が
行
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
。

二
点
日
は
、
検
視
で
は
気
が
つ
か
な
く
て

も
、
Ａ
さ
え
や
っ
て
い
れ
ば
わ
か
っ
た
死
因

が
、ま
た
も
や
見
逃
さ
れ
る
と
い
う
問
題
だ
。

一
点
目
に
つ
い
て
は
、
実
際
、
画
像
分
析

の
問
外
漢
で
あ
る
法
医
学
者
が
Ａ
を
扱
う
こ
・

と
で
ミ
ス
が
起
こ
り
、
さ
ら
に
そ
の
隠
蔽
ま

‘

　

‘
■
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０

で
起
き
て
い
る
状
態
も
あ
る
。
日
本
医
師
会

に
お
け
る
Ａ
導
入
検
討
委
員
会
の
席
上
で
は

こ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
あ
る
法
医
学
者
が

、ヽ
　

　

Ａ
の
画
像
の

一
例
を
呈
示
し
、

「
こ
の
死
後
画
像
で
は
わ
か
ら
な
か
っ
た

が
、
解
剖
で
骨
折
が
わ
か
っ
た
」

と
解
剖
の
優
位
性
を
プ
レ
ゼ
ン
し
た
。
す

る
と
、
同
席
し
た
放
射
線
科
医
が
即
座
に
、

「
画
像
診
断
２
尋
門
医
が
見
て
い
れ
ば
そ
の

画
像
で
骨
折
は
わ
か
っ
た
は
ず
だ
」

と
切
り
返
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
委
員
会
で
明
ら
か
に
な

っ
た

の
だ
が
、
法
医
学
分
野
で
画
像
診
断
導
入
の

先
駆
施
設

・
重
業
大
学
医
学
部
法
医
学
教
室

で
は
死
後
画
像
の
診
断
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
し

て
い
な
い
と
い
う
。
担
当
編
集
者
に
そ
う
話

し
た
と
こ
ろ
、
Ｆ
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な

の
で
し
ょ
う
か
？
　
画
像
診
断
の
素
人
で
あ

る
法
医
学
者
は
画
像
診
断
の
こ
と
を
は
じ
め

か
ら
信
用
せ
ず
、
解
剖
の
補
助
程
度
の
認
識

で
画
像
を
見
て
い
る
た
め
、
Ａ
に
対
し
て
は

無
視
に
近
い
事
を
や
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
な
の
で
し
ょ
う
か
？
」
と
の
コ
メ
ン
ト
が

あ
っ
た
。
実
は
正
直
言
っ
て
、
私
も
法
医
学

会
で
要
延
し
て
い
る

「
死
後
画
像
」
の
診
断

に
対
す
る
軽
視
姿
勢
が
理
解
で
き
ず
に
途
方

に
暮
れ
て
い
る
の
が
現
状
な
の
だ
。
そ
れ
が

私
の
よ
う
な
専
門
家
ど
こ
ろ
か
、　
一
般
人
で

あ
る

一
編
集
者
で
さ
え
感
ｔ
る
疑
間
で
あ
る

こ
と
は
、
法
医
学
会
に
猛
省
を
促
す
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。

診
断
し
て
お
き
な
が
ら
診
断
書
を
出
さ
な

い
と
い
う
医
療
現
場
の
原
則
か
ら
す
る
と
非

常
識
な
、
こ
の
千
葉
大
法
医
学
教
室
方
式

を
、
今
や
全
国
の
法
医
学
教
室
が
見
習
っ
て

い
る
。
大
阪
と
京
都
で
は
三
大
学
で
す
で
に

法
医
学
教
室
に
Ｃ
Ｔ
が
導
入
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
こ
で
の
診
断
シ
ス
テ
ム
も
千
葉
大
と
ヽ

同
様
で
、
画
像
診
断
の
知
識
に
乏
し
い
法
医

学
者
が
第

一
読
影
を
行
い
、
し
か
も
診
断
レ

ポ
ー
ト
は
作
成
し
な
い
と
い
う
無
責
任
体
制

と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
リ
フ
ァ
ー
ス
ト
チ
ェ

ッ
ク
で
見
落
と
し
て
も
誰
も
責
任
を
撃
ら
な

い
し
、
そ
も
そ
も
見
落
と
し
さ
れ
た
か
ど
う

か
と
い
う
事
実
も
開
に
葬
り
去
ら
れ
て
し
ま

う
仕
組
み
な
の
だ
。
　
　

，

法
医
学
会
は
、　
一
日
も
早
く
、
公
開
可
能

な
、
責
任
あ
る
画
像
診
断
シ
ス
テ
ム
を
構
築

す
る
べ
き
だ
。

一
方
、
医
療
現
場
で
も
ん
の
運
用
は
混
迷

し
て
い
る
。
そ
の
一
例
に
、
診
療
関
連
死
間

題
が
挙
げ
ら
れ
る
。

二
〇
〇
五
年
か
ら
厚
生
労
働
省
が
パ
ッ
ク

ア
ッ
プ
し
、
日ヽ
本
内
科
学
会
が
関
与
す
る

「
診
療
行
為
に
関
連
し
た
死
亡
の
調
査
分
析

モ
デ
ル
事
業
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。
医
療
過

誤
な
ど
に
よ
る
診
療
関
連
死
で
、
司
法
の
手

が
入
る
前
に
問
題
を
医
療
人
の
手
で
解
決
し

よ
う
と
い
う
発
想
で
年
間
予
算

一
億
円
以

上
、
五
年
間
で
七
億
以
上
の
費
用
が
投
入
さ
，

れ
た
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
。
だ
が
、
残
念

な
が
ら
こ
の
試
み
は
失
敗
に
終
わ
つ
た
，

と
言
う
の
も
、
二
年
間
で
扱
っ
た
症
例
は

た
っ
た
百
五
例
、
し
か
も
希
望
症
例
の
半
数

に
し
か
対
応
で
き
て
い
な
い
の
だ
口
対
応
で

き
な
か
っ
た
理
由
で
最
多
な
の
が
、
選
族
の

「
解
剖
拒
否
ｒ
だ
っ
た
。
こ
れ
は
死
因
解
明

を
解
割
主
体
の
シ
ス
テ
ム
設
計
に
し
た
せ
い

だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
学
会
は
モ
デ
ル
事
業

再び問う 日本を「死因不明大国」にするな

継
続
を
訴
え
、
症
例
受
付
を
停
止
さ
せ
な
が

ら
、　
一
方
で
今
年
度

一
億
七
千
万
円
の
予
算

の
受
け
皿
に
す
る
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
今
年

二
月
、
新
た
に

『
日
本
医
療
安
全
調
査
機

構
」
な
る

一
般
社
団
法
人
を
設
立
し
た
。
代

表
理
事
に
は
日
本
医
学
会
の
高
久
史
麿
会
長

が
就
任
、
理
事
は
関
連
学
会
の
現
理
事
長
も

し
く
は
前
理
事
長
が
着
任
し
た
。

だ
が
肝
心
の
モ
デ
ル
事
業
の
実
績
は
外
部

評
価
が
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
も
そ
も
こ
の
事

業
の
継
続
が
誰
の
委
託
に
よ
る
も
の
か
さ
え

も
明
瞭
で
な
い
。
も
し
こ
れ
が
学
会
団
体
の

上
層
部
か
ら
の
委
託
だ
と
し
た
ら
、
彼
ら
は

今
後
も
年
間
二
十
例
程
度
の
医
療
事
故
関
連

死
に
対
し
、
年

一
億
七
千
万
円
の
予
算
を
使

い
続
け
る
つ
も
り
な
の
だ
ろ
う
か
。

解
剖
で
は
な
く
、
Ａ
主
体
の
死
因
究
明
制

度
に
移
行
す
れ
ば
、　
一
億
七
千
万
あ
れ
ば
八

千
五
百
人
分
の
検
査
が
で
き
、
解
剖
拒
否
例

に
も
対
応
で
き
る
。
解
割
に
比
べ
て
費
用
対

効
果
は
五
百
倍
だ
。

こ
こ
ま
で
効
率
の
悪
い
シ
ス
テ
ム
を
継
続

さ
せ
る
た
め
に
社
団
法
人
を
作
り
、
仕
分
け

も
せ
ず
に
残
す
。
こ
れ
は
民
主
党
政
権
下
で

行
わ
れ
て
い
る
行
政
改
革
と
逆
行
す
る
姿
勢

で
は
な
い
か
。
　
　
．

法
医
学
者
に
も
理
解
者
が

ん
制
度
は
今
後
ど
う
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ

う
か
。

行
政
側
で
は
・、
警
察
庁
で
は
二
〇

一
〇
年

一
月
か
ら

「死
因
究
明
制
度
」
を
構
築
し
よ
ヽ

う
と
、
「
死
因
究
明
制
度
の
あ
り
方
に
関
す

る
研
究
会
」
で
議
論
を
重
ね
て
い
る
が
、
こ

れ
を
小
田
原
評
定
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
論

理
的
に
は
、
ど
う
考
え
て
も
Ａ
を
導
入
す
る

と
い
う
結
論
し
か
な
い
か
ら
だ
。

ま
た
、
法
務
省
は
二
年
前
ん
の
裁
判
員
制

度

へ
の
導
入
を
諮
問
し
、
私
も
内
閣
府
の

「
異
状
死
問
題
を
検
討
す
る
委
員
会
」
で
講

演
し
た
。
Ａ
は
死
因
に
関
し
、
市
民
社
会
と

現
場
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
す

る
。
裁
判
員
制
度
で
解
剖
画
像
を
見
せ
ら
れ

た
裁
判
員
が
体
調
不
良
で
仕
事
を
辞
め
ざ
る

ヽ
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を
得
な
く
な

っ
た
と
い
う
報
道
が
あ
っ
た

が
、
こ
れ
も
Ａ
導
入
で
解
消
す
る
。
Ａｉ
な
ら

生
々
し
い
映
像
で
は
な
く
、
抽
象
化
ｔ
れ
た

画
像
で
あ
る
た
め
ス
ト
レ
ス
な
く
閲
覧
で
き

る
か
ら
だ
。

し
か
し
現
場
担
当
の
警
察
庁
や
厚
生
労
働

省
の
役
人
た
ち
の
動
き
は
、
ま
だ
鈍
い
。

医
学
の
側
で
は
、
日
本
放
射
線
技
師
会
は

た
の
積
極
導
入
支
持
を

一
一年
前
に
宣
言
し
、

日
本
医
学
放
射
線
学
会
も
専
門
医
会
の
提
言

を
受
け
、
杉
村
和
朗
新
理
事
長
が
就
任
所
信

メ
ー
ル
で
Ａ
の
社
会
導
入
を
重
点
項
目
に
上

げ
た
。
画
像
診
断
の
専
門
家
集
団
の
間
で

は
、
Ａ
診
断
に
対
し
責
任
を
持
つ
動
き
が
顕

在
化
し
て
い
る
。

現
在
、
Ａ
セ
ン
タ
ー
を
名
乗
る
施
設
は
全

国
に
六
カ
所
存
在
し
、
こ
れ
か
ら
も
増
え
て

い
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
そ
の

半
数
は
法
医
学
者
主
導
で
、
放
射
線
科
医
の

読
影
シ
ス
テ
ム
が
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
読

影
報
告
書
も
作
成
さ
れ
て
い
な
い
。
放
射
線

科
医
が
す
べ
て
の
画
像
を
読
影
す
る
と
い

う
、
合
理
的
な
診
断
シ
ス
テ
ム
が
確
立
さ
れ

て
い
る
の
は
十
一栗
大
Ａｉ
セ
ン
ダ
ー

（た
だ
し

千
葉
大
法
医
学
教
室
は
別
シ
ス
テ
ム
）、
札

幌
医
大
、
そ
し
て
佐
賀
大
で
あ
る
。
神
奈
川

歯
大
、
群
馬
大
、
近
幾
大
は
法
医
主
導
だ
。

し
か
し
法
医
学
者
の
中
に
も
診
断
シ
ス
テ

ム
構
築
の
重
要
性
に
理
解
を
示
す
人
た
ち
が

増
え
つ
つ
あ
る
一
長
崎
大
学
法
医
学
教
室
の

中
園

一
部
教
授
は
日
本
法
医
学
会
理
事
長
で

も
あ
る
が
、
長
崎
大
の
、Ｃ
Ｔ
導
入
の
予
算
を

放
射
線
科
学
教
室
に
一
播
し
て
委
任
、
機
種

選
定
か
ら
人
員
、
診
断
シ
ス
テ
ム
の
構
築
ま

で
す
べ
て
委
託
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
日
本

法
医
学
会
理
事
長
の
英
断
で
あ
ろ
う
。
他
の

法
医
学
関
連
施
設
も
、
見
習
っ
て
も
ら
い
た

い
も
の
だ
。　
　
．

ま
た
、
各
地
の
■
セ
ン
タ
ー
を
結
び
、
診

断
サ
ポ
ー
ト
を
す
る
一
般
財
団
法
人

『
Ａ
情

報
セ
ン
タ
ー
』
が
昨
年
十
二
月
に
創
設
さ
れ

た
。
こ
こ
に
は
世
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
Ａ
画

像
読
影
医
が
参
集
し
、
高
度
な
診
断
を
、
遠

隔
読
影
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
供
給
で
き
る
仕
組

み
を
構
築
し
つ
っ
あ
る
。
Ａ
情
報
セ
ン
タ
ト

の
存
在
に
よ
り
、
Ａ
は
い
っ
そ
う
中
立
性
と

透
明
性
を
高
め
た
検
査
に
な

っ
て
い
く
だ
ろ

う
。
こ
の
Ａ
情
報
セ
ン
タ
ー
は
、
日
本
放
一射

線
学
会
専
門
医
会
に
設
置
さ
れ
た

「
Ａ
活
用

検
討
委
員
会
」
に
よ
っ
て
学
術
的
に
サ
ポ
ー

ト
さ
れ
て
い
る
．

今
こ
そ
制
度
の
転
換
を

こ
う
し
た
社
会
潮
流
を
敏
感
に
察
知
し
た

厚
生
労
働
省
政
務
官
の
足
立
信
也
議
員
は
、

厚
生
労
働
省
の
担
当
部
署
に
政
務
三
役
か
ら

指
示
し
、
″死
因
究
明
に
資
す
る
死
亡
時
画

●
　

●
ｌ
ｏ
　

●

(372)(3刀 )○

再び問う 日本を「死因不明大国」にするな

像
診
断
の
活
用
に
関
す
る
検
討
会
″
を
設
置

し
た
。
六
月
十
五
日
の
第

一
回
検
討
会
で

は
、
Ａ
情
報
セ
ン
タ
ー
代
表
理
事

含
万
千
葉

大
ヽ
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長
）
の
山
本
正

三
氏
と
筑
波
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
病
院
の

塩
谷
清
司
氏
が
講
演
を
行
っ
た
。
同
検
討
会

に
は
、
Ａ
学
会
、
外
科
学
会
、
内
科
学
会
、

病
理
学
会
、
法
医
学
会
か
ら
の
代
表
者
の

他
、
日
本
医
師
会
で
三
年
に
渡
り
、
先
進
的

に
対
の
検
討
会
を
画
策
し
た
今
村
聡
常
任
理

事
や
、
佐
賀
大
学
医
学
部
で
Ａ
セ
ン
タ
ー
を

創
設
し
た
宮
崎
耕
治
同
大
病
院
長
、
日
本
放

射
線
技
師
会
で
ん
推
進
に
全
力
を
傾
注
し
て

い
る
北
村
書
明
会
長
な
ど
、
実
際
に
Ａ
に
深

く
関
与
し
て
き
た
面
々
が
名
を
運
ね
、
従
来

型
の
検
討
会
と

一
線
を
画
し
た
も
の
と
な
っ

て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
多
く
の
医
療
関
係
メ
デ
ィ
ア

は
、
こ
の
新
し
い
検
討
会
を
あ
た
か
も
、
失

敗
し
た
既
存
の

「
診
療
行
為
に
関
連
し
た
死

亡
の
調
査
分
析
モ
デ
ル
事
業
」
か
ら
派
生
し

た
か
の
よ
う
な
報
道
．を
ｔ
た
が
、
こ
れ
は
明

ら
か
な
誤
報
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
検
討

会
は
モ
デ
ル
事
業
と
明
確
に
一
線
を
画
し
た

も
の
と
ｔ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ

，
そ
も
、
こ
の
モ
デ
ル
事
業
は
旧
自
民
党
政

権
下
で
画
策
さ
れ
た
医
療
安
全
調
査
委
員
会

設
置
法
案
大
綱
案
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
も
の

で
、
現
民
主
党
政
権
下
で
は
当
初
よ
り
、
自

紙
に
戻
し
て
検
討
す
る
、
と
い
う
意
思
が
再

三
確
認
さ
れ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
（

厚
生
労
働
省
医
療
安
全
推
進
室
と
関
連
学
会

上
層
部
は
ひ
た
す
ら
延
命
に
奔
走
し
て
い

２つ
。つ

ま
り
は
、
曰
く
つ
き
の
企
画
な
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
報
道

が
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
厚
生
労
働

省
担
当
官
が
き
ち
ん
と
公
表
し
な
か
っ
た

か
、
あ
る
い
は
報
道
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
力
が

低
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
政
権
が
代

わ
り
、
方
針
変
更
を
指
示
さ
れ
て
も
、
延
命

を
図
る
。
こ
れ
で
は
官
僚
主
導
の
目
論
見
だ
´

と
思
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。

死
亡
時
画
像
診
断
の
活
用
検
討
会
は
、
従

来
の
モ
デ
ル
事
業
と
は
相
容
れ
な
い
。
従
来

の
モ
デ
ル
事
業
は
解
剖
を
主
体
と
し
て
い
る

が
、
実
際
に
運
用
さ
れ
る
Ａ
ン
ス
テ
ム
は
、

画
像
診
断
が
基
本
で
解
剖
が
サ
ポ
ー
■
に
な

る
。
こ
の
点
で
大
き
く
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト

を
行
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
旧
来
の
モ

デ
ル
事
業
で
は
難
し
い
か
ら
だ
。
解
剖
主
体

の
発
想
で
は
、
現
在
の
死
因
不
明
社
会
問
題

を
解
決
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
不
可
能
で
あ

Ｚつ
。そ

の
こ
と
を
、
多
く
の

一
般
市
民
は
理
解

し
始
め
て
い
る
。
そ
し
て
つ
い
に
厚
生
労
働

省
も
、
具
眼
の
士
で
あ
る
政
務
官
の
英
断
に

よ
り
、
よ
う
や
く
市
民
社
会
の
望
み
を
果
た

す
べ
く
、
露
念
す
べ
き
第
一歩
を
刻
み
始
め

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

今
後
も
こ
の
検
討
会
の
行
方
を
注
視
し
て

い
き
た
い
と
思
う
。

ヽ
制
度
が
死
因
究
明
制
度
の
上
台
と
し
て

確
立
す
れ
ば
、
死
因
不
明
社
会
は
今
よ
り
も

必
ず
改
善
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
い
た
ず

ら
な
権
益
誘
導
の
た
め
に
私
た
ち
の

「
死

因
」
が
弄
ば
れ
て
い
る
現
状
を
見
直
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
今
こ
そ
、
真
の
Ａ
制
度
を

整
備
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
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「異状死 (医療関連死)に対応できる第二者機関」とAutopsy imaging

.                 江澤英史
1
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昨夏、四学会 (内科、外利、病理、法医)合同ワーキンググループ提案された「医

療中の死因解明のため第二者検証組織設置」に対し、厚生労働省が公費対応すると

いう記事が注目を集めた。記事には「東京や大阪など法医学や病理学の医師の体制

が整っている 5`カ所程度の地域でモデル事業を行いヾ軌道に乗れば全国に広げる」

とある (朝 日新聞 20“ 年 8月 22日 朝刊記事)。 もしも厚生労働省が本気で全国展開

するつもりがあるのなら、(そ して、本来そうしなくてはならないのであるが)、 東

京や大阪はモデル地域として不適切である。どちらも監察医常1度の恩恵を受けてい

る特別地域だからである。たとえば東京都監察医務院は常勤医 8名、非常勤医46名 t_

補助人員 53名、2003年の検案総数約 1万、剖検数 2627体、年間予算 10億だという。

(福永龍繁「死亡診断・死体検案システムの現状と問題点」科学,Vdπ:Noll)。 と

ころが荒川を渡り千葉県に入ると、行政解剖予算は年間 20体分程度しかない。 (正

確な額は知らないが、年間予算 1000万 円程度だろう)。 これは千葉県が低いのでな

く、東京都だけ突出して良好な対応をしているのである。厚生労働省は、この上さ

らに東京に公費投入してモデル構築する。だが、年間 10億で運営される施設のモデ

ルが、年間予算 1000万 円の地方組織で使えるはずはない。ほとばりがさめたころ、

使えないモデルを押しつけられる「地方」はたまったものではない。医療行政が経

済的理由から縮小方向へ舵をきうている監察医制度をベースにした「監察医務院モ

デル」という存在自体が、厚生労働省のスタンスを雄弁に物語っている。もっとも

行政としては、国民の権利平等を謳った日本国憲法に反している可能性すらある、

監察医制度を規定した政令「監察医を置くべき地域を定める政令 (昭和二十四年十

二月九日政令第二百八十五号)」 に関しては、できるだけ話題にしたくないという気

持ちが根底にあるのかもしれないが。

この問題に対する医療行政の本気度は 2～ 3のポイントでチェックできる。モデ

ルとして選択する地域、モデル展開の次の青写真呈示の有無、そして Aiをシステム

に組み込むかどうかである。 (あ るシンポジウムの公開討議で筆者の質問に対する厚

生労働省局長代理の回答で明らかになったが、20“ 年 11月 の時点では、厚労省はこ

のシステムに死亡時画像診断を組み込むことは全く念頭においていなかった。)

**********************

行政の問題点ばかり追求しても建設的でない。そこでここでは、対案として中立

的第二者機関に対しオー トプシ… いイメージング(Al)を 導入するという提案を行う。

Al情報は高度な中立性を持つため、透明性と客観性が高まる。遺体全体を見渡せる

＼
ノ



画像を基に、ポィントを絞った剖検を行える.得られた剖検情報は Ai画像に添付で
―― ――――

署           葬 Ai~百赫 石覇薔亜扉洒≡マtてT瓦市で夏百
~

所見を認めたち剖検を行い確定すればよい。システム上の利点としては、全国展開

モデルとして普遍性の高いものが構築できる点があげられる。なにしろCTは全国

に1万台以上設置されているのだから。

こうした提案をすると Aiさ え行えばよぃ、といつ主張だと誤解されてしま|う かも

知れないが三可能な限り剖検とAlを併用することが望ましいことはいうまでもない。

剖検に限界があるように、4i llも限界が存在する。Aiと剖検は相補的二重らせん構

造をとる時に.死亡時医学検索における信頼性の高い検査として完成する。互いの

クオリテイ
ー・コントロールと相互医療監査が同時に達成されるからである。このこ

とを別の角度から表現すると「21世紀の死亡時医学検索を新たに構築する」という

一     ことになる。ここにこそ、,PMI(poStmoICm ima」 n色 =死後画像)と Aiの質的概念の

違いがある。

医療関連死に関する中立的第二者機関を作る際には、まず死亡時医学検索の必要

性と重要性について確定する作業から始めたほう力【よい。グランドデザインがない

ままその上に新たなシステムを構築することは行政の得意技ではあるが、学問に資

する者にとうては忌避すべき姿勢だろう。高度先進医療が行われる現代でも、こう

した基本的な医学概念が確立されていないことが多いというのは現状ではあるが。

厚生労働省はこれまで、剖検に対する費用拠出に対し具体的な対応を怠ってきたロ

今回、中立的第二者機関のモデ,囃築に際し、「この件に関しては」剖検の費用を拠

出することが検討されはじめた。これは行政が医療に負債返済をはじめたにすぎな

い。それはそれできちんと遂行してもらえばよいことであるが、同時に未来への新

たな投資も開始すれば、日本の医療はわずかながらよい方向ヘシフトする。その先

行投資こそが、Aiの社会システムヘの導入であると考えている。

巨象のように慣性の大きい行政システムを動かすことができるのは、現場の医療

従事者や、市民ひとりひとりの切実な声だと思われる。こうしたムープメントを達

成する時に Ai学会が果たす役割は、これから大きなもめになっていくことだろう。
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だ の社会導入は死因究明llrl虜構築に必須である 第 7回死因究明に関する検討会 内閣府

(1)

21世紀の死困究明制度は、Al(オ‐トプシニ ロイメージング)が主体になる。

江澤 英史  (放射線医学総合研究所重粒子医科学センター病院)

現状の死因究明制度がうまく稼働しない理由は、解割を主体にした制度設計がされ

ているからである。現状の死因究明制度を改革するため、解剖主体の制度設計から、

死亡時画像 (オ‐トプシーイメージング=Al)を 主体とした死因究明制度に変更す

る必要がある:以下、根拠、現状での問題点、提言の順に述べていく。

① Aiを死因究明制度の主体に置<べき前提と根拠

1)死因確定率はAlでは60%、 解割では 80%で ある。

Aiは死体の画像診断なので、CTや MR!を含む.CTの死因確定率は30%、 MR:

では60%だ と言われる。一方、解剖による死因確定率は70～ 80%である。つま

り、解剖は死因究明制度において、必ずしも絶対視されるべき検査ではない。解割と

Aiは、その適用を相対的に判断されるべき、併存し、かつ独立した検査である。

2)解吉1〔ま遺族感情を害するため拒否例も多いが、AIは検査拒否例ゼロである。

解剖は遺体を損壊する破壊検査で、非人道的検査であるため、現在の社会情勢下で

は推進困難な検査となっている.一方Aiは非破壊性検査で人道的検査であり、市民

感情に受け容れられやすい。

3)解剖は結果報告まで時間がかかりすぎる。

病理解音1で約半年、司法解割の鑑定書の公開には二年以上かかるといわれる。一方、

Alは一時間以内に報告できる。たとえば遺族の願いは、迅速に真実を知りたいとい

う点に集約される.解割を主体とした死因究明制度ではこうした要請に対応できない。

4)解剖の生情報は一般人に直接呈示できないが、Ai画像は一般人に呈示 して

を害さない。

解割の生々しい情報は、遺族や一般人である裁判員に直接皇示はできないが、A:
画像は、たとえ家族を亡くした直後の通旗にも呈示しても受容される:これは、今後

一般人が参加する裁判員制度における情報呈示などに、Aiが重要な役割を果たす可

市ピ性を示している。

5)解割施行のマンパワ‐は少なく、Ai施行のマンパワーは多い。

解剖の担当者は法医学者120人、病理医2000人 .Aiを行うマンパワーは、

放射線科医4000人であるが、一般臨床医28万人ほとんど全員が対応可能である。

この他、放射線技師の積極的な協力 (四万人)も得られるという感触を得ている。

6)解岩1費用は高く、AIの費用は安ι

解音1は一体 25万円、追加費用を考えると50万円かかる場合もある。Aiは一体

C丁 3万円t MR15万円と、解割の一割～二割のコストで済む.
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②Ai導入における現状の問題点

1)Aiに費用拠出がされていないこと。

費用拠出がされなければ、このシステム導入は医療現場を疲弊させる。したがつて

A:の費用拠出の設定は必須である。この際、医療費から拠出すると、必ずどこかで

「生きている人への費用拠出を優先させるべき」という意見と衝突する。その場合、

Aiに優先権はなくなるので、Aiに対する費用は医療費外から拠出するべきである。

そのシステムが完成した暁には、日本の死因究明制度は新時代に実入する。

3)Alの診断評価やシステムアップの主導権が解割医の手に委ねられていること.

Alは画像診断なので、システム設計1ま画像診断の専門家が対応すべきである。解

ヨl関連医 (病理医、法医学者)は、画像診断に関しては素人に等しく、Aiのシステ

ムアップの主導者に1まなりえない。.Ai診断は画像診断医が行うべきである。

4)省庁間で、AIに対する姿勢が―定していないこと。

警察庁はAlのァ種である検死CTに予算を計上している。一方、厚労省の医療事

故に関する死因究明制度を策定するための検討会では、A:を いまだ基礎研究段階と

し、有用性を検討する公募研究を行うレヽルで、こうした行政の姿勢は一貫性に欠け

る。こうした事態は、Aiが画像診断だという基本事項を理解しないままに検討を実

施し続けたが数の混乱である。

③ Al導入に関する提言

1)行政として、Aiを社会制度に導入すoことて市民墜情への対応を図るこ

親族の死因を確定したいのは、市民感情としては普遍的かつ根源的な情である。こ

の要請に、現在の死因究明制度はまうたく対応していない。なぜなら、現在の死因究

明は解割を土台にされており、実施率2.8%と きわめて低率だからである。現状に

対し、いたずらに解割制度のみに費用提出増大させても、問題解決には至らない。

2)AIと解ヨIを序列化した社会制度として確定させること。

従来の死亡時医学検索は

体表検案 (非破壊検査)→  解書1(破壊検査〉

とされてきた。21世紀の死亡時医学検索は

体表検案 → Ai(非破壊検査) , 解割 (破壊検査)

と序列立てられる。

新たなAi制度の構築と導入は、従来の解剖制度の否定ではなく改善につながる。

なぜならAi施行後に、解割を行うことが可能だからだ。従来の解割制度をそのまま

に、新しくAi制度を導入すれば、多くの問題は解決する。その際、放射線科医を主

体とした新しい死因究明常!度の構築を行う必要がある。

3)死亡診断書記載は検案とAiを主体に行う。
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もともと、死亡診断書は非破埋検査である検案のみで提出可能である。これを必要

に応じ、Alまで行うことを基本とする。ただしその際、AIに対する費用拠出を確

定しなくてはならない。そこを怠ると医療破壊につながるだろう。

3)Alに 対 し、国家としてのコ`ンセンサスを呈示すること

費用拠出を含め、Aiに対するコンセンサスを周知させる必要がある。たとえば死

体の画像診断を医療現場で行うことに対し、実質的にlますでに暗黙されている。Ai
施行を行政が支持し、費用拠出を実施する姿勢を公式表明すれば、Aiは現場で自律

的に推進される。現に、司法関係者からは要請が個々の医療施設に対して行われ、多

<の医療施設でAIでの捜査協力が行われている。この事実を、医療を扱う厚生労働

省が追認すれば、医療従事者の協力を得るための最低条件が充たされる。

4 断的検討会が構築されることは、妥当で

解割費用に関し、司法解割五千体 (警察庁)、 行政解剖八千体、承賠解割五百体 (地

方自治体)は費用拠出されるが、一番多い病理解剖二万体 (厚生労働省)には費用拠

出がされず、今後も費用を支払う予定はないと仄聞している。このような土台の上で

は死因究明制度の再構築は困難である。(数字は概数)

Ai導入のためには、予算措置を確定しなければ医療関係者や市民は納得しない。医

療費から拠出すれば、生者と死者のFEDに おける優先競争が起こる。そうなれば医療費

は生者優先は当然である。このため、医療賢外からの拠出が必要となる。

こうした費用は国家が支払うのは、市民に対する当然の責務である。なぜなら死亡

時医学検索lま ど平等に万民に必要とされる検査は他にないからである。人|ま誰でも一

度だけ死ぬ。したがつて、死亡時医学検索とは誰もが一度は必ず受ける検査であり、

かつ、誰も二度は受けない検査でもある。こうした検査に対し、税金をベースに拠出

を決定しても、反対を唱える市民はおそらく皆無だろう。もしもそうした諸り度が構築

できないとしたら、それは行IFAの構造に問題があり、問題点を放置することにより何

らかの惨事が発生した場合は、行政の不作為が問われる可能性がある。

ちなみに、大相撲時津風部屋リンチ死事件では、死亡時医学検索が二度行われてい

る。これは現行制度の不備とその限界を露呈した、顕著な例であると思われる。

4)地域行政単位における Aiセ ンターの構築.

地方医療現場から自律的にエーアイセンター (A:センター)が確立されている。

つまり医療現場や社会要請により、AIは普遍化されるべきだという自主判断がなさ

れているわけだ。中央官僚はこうした地方発の自律活動をモデル事業として支援、推

進すべきだろう。東京モデルを策定しても、優遇された地域に作られたモデルが、ヒ

トも物も欠ける地方でうま.く 回るはずがない。つまり解剖常1度を上台とした制度設計

は地域格差を拡大する。よって全国規模では普遍的制度として機能しなtヽ.Aiセ ン

ターは、制度設計を通切に行えば、日本全国で普遍的に運用可能になる。
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④まとめ

Aiは非彼壊性検査であるため、時間もかからず、コス トも安く、遺族感情にも優

しい。また画像診断の進歩により、きわめて多くの情報が取得できるようになつたな

したがってこれからの死因究明31j度の土台にはAiを据えるべきであり、Aiを基本

検査とし、解割はAIの補助検査とする、というパラダイムシフトが必要とされる:

、   これは市民の強い要請でもある。人は離でも一度は死ぬ。その時にきちんと死因を

調べる制度を構築するということは、国民ひとりひとりが平等に享受するべき権不Iで

あり、そうした制度が構築されていない国家とは、未成熟な国家だと断ぜぎるをえな

い|こ のため、死亡時医学検索制度を国民ひとりひとりが平等に享受できる行政籠1度

.   を構築することは、国家として当然の責務だと思われる。その際、まず非破壊検査で

人道的なAlを行い、広く問題を把握した後に破壊検査で非人道的である解割を適用

する、という序列立ては、一般市民に広く適用される社会制度設計者としては、当然

導入すべき基本骨格であると思われる。

このように考えると、Alを実施できる制度を国家として構築するということは、

実は社会制度や医療がその本質である初心に還る、ということでもある。国家建国の

精神、ならびに医療の精神の基本に、死者を尊重し、屍に学ぶのは、行政担当官や医

療従事者ならば誰もが熟知する黄金律のはずだ。

解割はこれまでこうした制度の基礎を支えてきた重要な検査であり、その重要性は

今後も減じることはない。しかし技術の進歩と共にその地位は相対イヒする。通信業務

との比喩で言えば「解割は固定電話、Aiは携帯電話」のようなものである。どちら

にも一長一短がある。そうしたことを考慮すれば、これからの死亡時医学検索、ある :

い1ま死因究萌告り度の基本にはAiを据えるべきだということは、専Fl家よりもむしろ

三般市民の方が直感的に理解してしまう、普遍的な真実だと思われる。

なお参考資料から推察するに、これまで本検討会では法医学者に片寄った意見聴取

が行われているように思われる。同時に、Aiに関し行政部署の実態の鬱知度は低い

ようにも見受けられる。このため、次回からの検討会にAi専門家を含め、画像診断

の権威の方を数名推薦したい。

1)千葉大学医学部放射線科 山本正三講師 (Alセンター責任者)

2)筑波メディカルセンター病院放射線科 塩谷清司部長 (日本におけるAi研究

の第一人者)

3)東京大学医学部放射線科学教室 大友邦教授  (日 本放射線学会理事長)

(4)

以上




